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P4・・・・新年のごあいさつ
P6・・・・この冬、こころと身体の健康を保つためにできること
P10・・・高浜市市制50周年記念事業NEWS
P24・・・確定申告
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9 土 10:00　消防出初式

16 土 10:00　おもちゃ病院（エコハウス）

19 火 家族そろって食べる日（食育の日）

市長との対話日 ─────────────────────────────────────
　問合せ先　市秘書人事グループ（内線309）
税務相談（税理士） ───────────────────────────────────
　相続・贈与・譲渡・住宅取得・申告などに関する税一般
　問合せ先　市市民窓口グループ（内線216）
労働相談（西三河事務所職員） ─────────────────────────
　職場での悩みごと・困りごとなど（解雇・賃金・労働時間など）
　問合せ先　市市民窓口グループ（内線216）
市民相談（市市民窓口グループ職員） ───────────────────
　市役所への意見・要望など
　問合せ先　市市民窓口グループ（内線216）
外国人への相談（ポルトガル語・ベトナム語のわかる相談員）
　庁舎内の案内、通訳など
　問合せ先　市市民窓口グループ（内線216）
人権相談（人権擁護委員） ─────────────────────────────
　いじめ、虐待、差別などの人権問題
　問合せ先　市市民窓口グループ（内線216）
行政相談（行政相談委員） ─────────────────────────────
　国・県・市などに対する苦情・要望など
　問合せ先　市市民窓口グループ（内線216）
消費生活相談（消費生活相談員） ───────────────────────
　消費者トラブルの相談など
　問合せ先　市経済環境グループ（内線263）
教育相談 ───────────────────────────────────────────
・いじめ、不登校
・学習、進路
　問合せ先　 いきいき 学校経営グループ（内線345）
心配ごと相談（弁護士） ───────────────────────────────
　問合せ先　社会福祉協議会　☎52-2002
介護相談（地域包括支援センター職員） ─────────────────
　問合せ先　 いきいき 福祉まるごと相談グループ
　　　　　　☎52-9610
家庭児童相談（家庭児童相談員） ───────────────────────
　子どもと家庭の悩みごとなど
　問合せ先　 いきいき 福祉まるごと相談グループ
　　　　　　☎52-9872
母子・父子自立支援相談（母子・父子自立支援員） ─────────
　自立に必要な情報提供・指導・相談など
　問合せ先　 いきいき 介護障がいグループ　☎52-987２
心理相談（臨床心理士） ───────────────────────────────
　問合せ先　 いきいき 健康推進グループ　☎52-9871
障がい相談（相談支援専門員） ─────────────────────────
　問合せ先　・たかはま障害者支援センター　☎54-3009
　　　　　　・障がい者支援センター高浜安立　☎57-6679
ひきこもり相談（アウトリーチ支援員） ───────────────────
　問合せ先　自立相談支援センターこころん　
　　　　　　☎５４-５５６３

※新型コロナウイルスの関係で、各種相談の対
応日時が流動的に変わる可能性があるため、1
月１日号では対応日時を掲載していません。各
担当窓口へ問い合わせのうえ、来庁してくださ
い。

相 談各種 高浜市役所 ☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0

□市市役所本庁舎、■いきいき いきいき広場

◉ 1月のカレンダー ◉

1月
January

　新型コロナウイルス感染症拡
大にともなうイベントなどの中止・
変更のお知らせは、随時市公式ホ
ームページで発信します。

■人　口／49,132人（男 25,524人・女 23,608人）
■世帯数／20,622世帯

人口と世帯数（令和2年12月1日現在）

　高浜市は12月1日に市制50周年を迎えまし
た。心新たな一歩を踏み出す年頭にあたり、改
めて新型コロナウイルス感染症についてのお
願いをさせていただきます。
　高浜市でも、11月以降徐々に感染者数が増
加しております。感染経路が不明な場合もあり、
皆さまには改めて「３密（密閉、密接、密集）」の
回避を徹底していただけますようお願い申し
あげます。
　とくに、体調を崩しやすい季節、また、年末年
始という時期でもありますので、大人数での会
食を密接・密閉状態で長時間おこなうようなこ
とは控えていただき、ソーシャルディスタンス
の確保や換気、手指の消毒などに十分ご留意
くださいますようお願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の一日も早い収
束に向けて、本年も皆さんのご理解ご協力を
よろしくお願いいたします。

令和2年12月24日
高浜市長　吉岡　初浩

市民の皆さまへの
市長メッセージ
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本
市
は
令
和
2
年
12
月
1
日
を
も
っ
て

市
制
施
行
50
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
本
来

で
あ
れ
ば
、
「
高
浜
市
市
制
施
行
50
周
年

記
念
式
典
」
を
開
催
す
る
予
定
で
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
状
況
を
鑑
み
、
来
年
度
へ
延
期
し
ま
す
。

来
年
度
に
実
施
す
る
「
高
浜
市
市
制
施

行
50
周
年
記
念
式
典
」
に
お
い
て
、
令
和

２
年
度
市
民
表
彰
に
お
け
る
表
彰
受
賞
者

の
皆
さ
ま
を
表
彰
し
ま
す
。

❖
市
政
功
労
表
彰

（
敬
称
略
、
順
不
同
）

　
高
浜
市
表
彰
条
例
に
も
と
づ
き
、
市
勢

の
伸
展
な
ど
に
貢
献
さ
れ
た
３
人
の
方
が

市
政
功
労
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
す
。

杉
浦
さ
が
み

永
年
、
民
生
委
員
な
ど
と
し
て
市
民
福

祉
の
向
上
に
貢
献

加
藤
芳
美

永
年
、
農
業
委
員
な
ど
と
し
て
市
民
福

祉
の
向
上
に
貢
献

　神
谷
義
彦

永
年
、
民
生
委
員
な
ど
と
し
て
市
民
福

祉
の
向
上
に
貢
献

❖
一
般
表
彰
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

教
育
・
体
育
・
学
術
そ
の
他
文
化
の
振
興

に
貢
献
さ
れ
た
方

神
谷
直
子
、
長
屋
賢
二

産
業
の
開
発
及
び
振
興
に
貢
献
さ
れ
た
方

杉
浦
さ
よ
子
、
水
野
幸
枝

民
生
の
安
定
に
貢
献
さ
れ
た
方

兵
藤
　
碧
、
植
田
幹
雄
、
酒
井
幸
代

保
健
衛
生
に
貢
献
さ
れ
た
方

丸
山
邦
之

治
安
の
維
持
及
び
水
火
災
そ
の
他
災
害
の

防
護
に
貢
献
さ
れ
た
方

鈴
木
将
巳
、
鈴
木
寛
之

交
通
安
全
の
推
進
に
貢
献
さ
れ
た
方

鈴
木
敞
夫
、
服
部
光
典

私
財
100
万
円
以
上
を
寄
附
（
負
担
付
の
寄

附
を
除
く
）
さ
れ
た
方

高
浜
電
工
株
式
会
社
、
高
浜
ラ
イ
オ
ン

ズ
ク
ラ
ブ
、
株
式
会
社
三
琇
プ
レ
シ
ジ

ョ
ン
、
愛
知
県
陶
器
瓦
工
業
組
合
、
都

築
建
設
工
業
株
式
会
社
、
東
光
工
業
株

式
会
社
、
明
和
工
業
株
式
会
社
、
碧
海

信
用
金
庫
、
株
式
会
社
豊
田
自
動
織
機
、

株
式
会
社
三
洋
商
店

❖
感
謝
状
（
敬
称
略
、
順
不
同
）

市
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
方

菅
野
洋
一

教
育
・
体
育
・
学
術
そ
の
他
文
化
の
振
興

に
寄
与
さ
れ
た
方

杉
浦
雅
子
、
杉
浦
貴
思

産
業
の
開
発
及
び
振
興
に
寄
与
さ
れ
た
方

石
川
克
則
、
川
⻆
紀
美
、
前
田
民
恵
、

岡
部
誠
司
、
井
上
琴
代

社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
さ
れ
た
方

横
山
英
樹
、
中
里
和
子
、
石
川
昌
弘

民
生
の
安
定
に
寄
与
さ
れ
た
方

杉
浦
し
づ
江
、
古
橋
月
子

保
健
衛
生
の
向
上
に
寄
与
さ
れ
た
方

加
藤
隆
範

治
安
の
維
持
及
び
水
火
災
そ
の
他
災
害
の

防
護
に
寄
与
さ
れ
た
方

都
築
一
彦
、
黒
田
泰
弘
、
片
桐
　
和
、

羽
佐
田
雅
大
、
岡
田
真
吾
、
深
見
祐
己
、

野
々
山
博
慎

交
通
安
全
の
推
進
に
寄
与
さ
れ
た
方

神
谷
與
藏
、
林
　
健
吉
、
神
谷
　
博

篤
行
者
で
特
に
市
民
の
模
範
と
な
る
方

神
谷
道
代
、
都
築
勝
美
、
杉
浦
勝
利
、

服
部
允
彦
、
河
合
成
樹
、
磯
野
保
夫
、

若
林
末
子
、
小
堀
智
子
、
港
小
学
区
お

や
じ
の
会
、
た
か
は
ま
お
も
ち
ゃ
病
院

私
財
30
万
円
以
上
を
寄
附
（
負
担
付
の
寄

附
を
除
く
）
さ
れ
た
方

高
桑
雄
司
、
橋
本
電
機
工
業
株
式
会
社
、

株
式
会
社
岡
田
建
工
、
株
式
会
社
鈴
和

建
設
、
株
式
会
社
岩
福
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
、

高
浜
市
上
下
水
道
工
事
店
協
同
組
合
、

高
浜
工
業
株
式
会
社
、
碧
海
信
用
金
庫

高
浜
支
店
、
ス
ミ
ヤ
精
機
株
式
会
社
、

池
田
淑
照
、
岡
崎
信
用
金
庫
、
ク
ロ
ダ

イ
ト
工
業
株
式
会
社

問
合
せ
先

　
市
秘
書
人
事
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
1
1
1
1
（
内
線
309
）

市民表彰における
表彰受賞者の皆さまが

決定しました

令和２年度
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令和３年

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

年
頭
に
あ
た
り
謹
ん
で
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申

し
上
げ
ま
す
。

本
市
は
昨
年
12
月
1
日
を
も
っ
て
、
市
制
施
行

50
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
改
め
て

市
の
発
展
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
心
よ

り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
50
周
年
を
記
念
し
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
「
ち
ょ
う
ど
い
い
ま
ち
　
ち
ょ
っ
と
い
い
ま
ち

　
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
」
の
も
と
、
高
浜
市

を
支
え
て
き
た
先
人
た
ち
の
想
い
を
、
こ
れ
か
ら

の
高
浜
市
を
創
っ
て
い
く
世
代
に
伝
え
て
い
く
た

め
、
ま
ち
の
歴
史
の
振
り
返
り
や
、
子
ど
も
た
ち

の
笑
顔
と
感
動
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
を
企
画
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
伴
い
、

市
民
の
皆
さ
ま
の
安
全
安
心
を
考
慮
し
、
事
業
の

一
部
を
本
年
に
延
期
い
た
し
ま
し
た
が
、
「
市
民

会
議
50
」
に
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
市
民
の
皆
さ

ま
の
ご
協
力
を
得
て
、
昨
年
に
引
き
続
き
事
業
を

展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
高
浜
市
商
工
会
や
高
浜
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
の
ご
協
力
の
も
と
、
テ
レ
ビ
番
組
「
開
運
な

ん
で
も
鑑
定
団
」
の
出
張
収
録
を
地
域
交
流
施
設

「
た
か
ぴ
あ
」
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。
コ
ロ
ナ

禍
の
た
め
、
多
く
の
方
に
観
覧
し
て
い
た
だ
く
こ

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

高
浜
市
長

吉
岡
　初
浩

正
令和3年

新年のごあいさつ

と
は
難
し
い
で
す
が
、
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
、
全
国

の
方
に
高
浜
市
の
自
慢
を
発
信
で
き
る
こ
と
を
期

待
し
て
お
り
ま
す
。

加
え
て
、
高
浜
市
の
歴
史
を
後
世
に
引
き
継
ぐ

た
め
、
約
40
年
振
り
に
「
高
浜
市
誌
」
を
発
行
い

た
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
紡
い
で
ま
い
り
ま
し
た
高
浜
の
歴
史
が
、

い
よ
い
よ
実
を
結
ぼ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

取
組
み
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
浜
市
の
礎
に
な
る
と

確
信
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
30
年
か
ら
整
備
し
て
ま
い
り
ま
し

た
高
浜
小
学
校
で
は
、
本
年
１
月
か
ら
メ
イ
ン
ア

リ
ー
ナ
・
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
の
一
般
利
用
を
開
始
し

ま
す
。
将
来
を
見
据
え
て
取
り
組
ん
で
き
た
「
学

校
を
核
と
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
モ
デ
ル

施
設
の
全
容
を
お
ひ
ろ
め
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
新
し
い
カ
タ
チ
の
公
共
施
設
を
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

本
年
は
市
と
し
て
51
年
目
と
い
う
節
目
の
ス
タ

ー
ト
と
な
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
、
先
行
き
が
見
え
な
い
な
か
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
の
50
年
の
間
に
皆
さ
ま
と
「
集

い
語
り
合
う
」
こ
と
で
培
っ
て
き
た
「
地
域
力
」

を
も
と
に
、
新
し
い
生
活
様
式
に
沿
っ
た
「
新
時

代
の
地
域
力
」
を
皆
さ
ま
と
と
も
に
創
造
し
、
た

ゆ
む
こ
と
な
く
、
今
後
も
ま
ち
づ
く
り
に
尽
力
し

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
り
一
層
の
ご
支
援
・
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
わ
り
に
、
コ
ロ
ナ
禍
が
一
日
も
早
く
終
息
し
、

50
周
年
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
に
も
あ
る
「
ハ
ッ
ピ
ー
ス

マ
イ
ル
」
で
過
ご
せ
る
一
年
に
な
り
ま
す
こ
と
を

祈
念
し
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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令和３年

令和3年
新年のごあいさつ

賀
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
３
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
謹
ん
で
新
年
の
ご

あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
ご
ろ
よ

り
市
政
並
び
に
市
議
会
に
対
し
ま
し
て
、
ご
理
解

と
温
か
い
ご
支
援
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
本
来
で
あ

れ
ば
、
東
京
で
1
9
6
4
年
以
来
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
並
び
に
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
日
本

は
華
や
か
で
輝
か
し
い
年
と
な
る
は
ず
で
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界

的
流
行
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
い
ま
ま
で
の
社
会
の
あ
り

方
に
対
し
、
大
き
な
変
革
を
求
め
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。
学
校
で
は
全
国
一
斉
休
業
と

な
り
、
経
済
活
動
は
停
滞
す
る
な
ど
、
い
ま
ま
で

に
前
例
が
な
い
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
自
然
災
害
に
お
い
て
も
、
令
和
2
年
7

月
豪
雨
な
ど
を
は
じ
め
、
毎
年
の
よ
う
に
各
地
で

甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
地
方
に

お
い
て
も
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
発
生
が
危

惧
さ
れ
て
お
り
、
風
水
害
対
策
や
感
染
症
対
策
も

含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
複
合
的
と
な
り
、
対

策
も
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
、
高
浜
市
に
お
き
ま
し
て
も
、

昨
年
、
市
制
施
行
50
周
年
を
迎
え
、
さ
ま
ざ
ま
な

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

高
浜
市
議
会
議
長

杉
浦
　辰
夫

記
念
事
業
が
企
画
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
部
延

期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、
今
年
に
延
期
さ
れ

て
い
る
事
業
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
第
7
期
高

浜
市
総
合
計
画
策
定
に
向
け
て
も
、
一
時
停
滞
し

て
い
ま
し
た
が
、
順
次
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。

一
方
、
市
議
会
で
は
、
傍
聴
の
自
粛
を
は
じ
め

と
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
方
の
ご
理
解
、
ご
協
力

に
よ
っ
て
議
会
機
能
を
維
持
し
、
二
元
代
表
制
の

権
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
改
め
て
、

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、
市
議
会
で
は
、
議
員
定
数
の
見
直
し
や

議
会
広
報
の
あ
り
方
な
ど
に
対
し
、
議
員
が
そ
れ

ぞ
れ
の
観
点
か
ら
の
意
見
を
出
し
合
い
、
議
会
改

革
の
議
論
を
深
め
、
改
革
と
し
て
、
市
民
の
皆
さ

ま
方
へ
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
と
し
て
、
お
伝
え

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

I
C
T
の
導
入
と
し
て
、
今
後
、
本
会
議
な
ど
へ

の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
活
用
を
図
っ
て
い
く
予
定
で
ご

ざ
い
ま
す
。

今
後
も
新
し
い
生
活
様
式
な
ど
を
意
識
し
た
、

新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
議
会
運
営
を
心
掛
け
て
、

議
会
全
体
で
市
民
の
皆
さ
ま
の
負
託
に
応
え
る
べ

く
、
そ
の
職
責
を
果
た
す
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。最

後
に
、
市
民
の
皆
さ
ま
方
の
こ
の
一
年
の
ご

健
勝
と
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
あ
げ
て
、
新
年
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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○高浜市いきいき広場　健康推進グループ
　平日午前8時30分～午後7時
　土曜日午前8時30分～午後5時
　☎52-9871
○愛知県精神保健福祉センター（心の相談）
　平日午前9時～正午、午後1時～4時30分
　☎０５２-９６２-５３７７
○あいちこころのさぽーとLINE相談
　毎日午後8時～午前0時　最終受付午後11時30分
　毎週月曜日午前0時～8時　最終受付午前7時30分

○受診・相談センター　
　平日午前9時～午後5時30分
　衣浦東部保健所　☎２２-１６９９
　夜間午後5時30分～午前9時
　土・日曜日、祝日は２４時間体制
　夜間・休日相談窓口　☎052-856-0315
○一般相談
　平日午前9時～午後5時
　衣浦東部保健所　☎21-4797

Withコロナ　この冬、こころと身体の健康を保つためにご自身でできること
　気温が下がり空気が乾燥する冬は、風邪やインフルエンザ、感染性胃腸炎などさまざまな感染症にかかりやすい
季節です。また、室内外や朝晩の温度差は身体に負担となり、脳血管疾患や心臓病などの病気を発症する場合があ
ります。このため、いつも以上に自身や家族の健康管理が重要な季節です。家族や友人などと健康を保つためによ
い生活習慣や環境づくりについて話し合い、実践しましょう。また、風邪症状や発熱などの体調不良があるときは、
外出は控え、かかりつけ医などの医療機関に相談しましょう。

1心と身体にとってよい生活習慣と快適な環境づくり
○質のよい睡眠やバランスのよい食事と規則正しい生活を心がけましょう
できるかぎり普段の生活スケジュールを保ちましょう。アルコールやタバコなどの取りすぎは、睡眠の質を悪
くする場合がありますので気を付けましょう。
○電話やメール・SNSなどで、友人や家族とのつながりを保ちましょう
あなたが周りの人を気にかけることは、その人たちにとっても支えになります。

○人混みを避けた場所で、適度な運動をしましょう
ストレッチや体操、ウォーキングなど気持ちいいと感じる運動を行いましょう。
○信頼できるところから知識と情報を得るようにしましょう
多すぎる情報に触れると不安が高まることがあります。

○これまで効果的だったストレス解消法を試してみましょう
ストレス解消には、話をすることや相談することも効果的です。
○室内は、適度な温度（18℃以上）と湿度（５０～６０％）を保つようにし、、身体を冷やさないようにしましょう
暖房器具を使い、室温を保つようにしましょう。

2一人ひとりの基本的感染対策　
感染防止の3つの基本　①身体的距離の確保　②マスク着用　③手洗い
◇人との間隔は、できるだけ２ｍ(最低１ｍ)開ける。
◇会話する際は、可能なかぎり真正面を避ける。
◇外出時や室内でも会話するとき、人との間隔が十分に取れない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。
◇家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
◇手洗いは３０秒ほどかけて水と石けんで丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)。 
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い方と会う際には、体調管理をより厳重にする。

3健康に関する相談先　

健康についての相談 新型コロナウイルス感染症の相談

問合せ先　 いきいき 健康推進グループ　☎52-9871

新型コロナウイルス感染症
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コロナ禍においても
医療機関を適切に受診しましょう

過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります
　新型コロナウイルス感染症への感染の心配から、医療機関への受診を控える傾向が強まっ
ています。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性もあります。

コロナ禍でも持病の治療や予防接種・健診などの健康管理は重要です
　発熱、咳や腹痛などの症状は新型コロナウイルス感染症にかぎりません。それ以外の病気の
可能性もあるため、必要な受診を控えると手遅れになることもあります。また、定期的に飲んで
いる薬を切らすと、持病が悪化してしまう恐れがあります。予防接種はタイミングを逃さず接種
してください。健診も病気の早期発見・早期治療の大事な方法です。リハビリも可能な範囲で
継続することが大切です。

具合が悪いなど健康に不安があるときは、まずかかりつけ医に相談しましょう
　自己判断で受診を控えることで、慢性疾患の症状悪化により、新型コロナウイルスに対抗で
きない状態になることがあります。
　かかりつけ医に相談しながら健康や持病を管理していくことが新型コロナウイルス対策にも
とても重要なため、心配な場合は、まずかかりつけ医に相談しましょう。

医療機関では感染防止対策が行われています
　医療機関では、院内感染防止のガイドラインなどにもとづき、感染対策に取り組んでいます。

4新型コロナウイルスに感染したかもしれない場合
　発熱などの症状がある方は、『かかりつけ医等の身近な医療機関』、または『受診・相談センター（夜間休日は
夜間休日窓口）』に電話で相談しましょう。早めの受診は、さまざまな病気の重症化を防ぐことにもなります。

発熱患者などの外来診療フロー図
発熱等症状のある方

電話相談

かかりつけ医などの地域で身近な医療機関
相談した医療機関で、診療・検査可能であるか
はい いいえ

かかりつけ医などを持たない場合や
相談をする医療機関に迷う場合

受診・相談センター

案内

案内
診療・検査医療機関

電話相談

診療・検査 診療・検査

新型コロナウイルス感染症

問合せ先　 いきいき 健康推進グループ　☎52-9871
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事業者の皆様! 申請期限が迫っています
新型コロナウイルス感染症対策物品等購入費補助金の申請はお済みですか？

問合せ・申請先　市経済環境グループ（商工担当）（内線２７１・２８１）
 （午前９時～午後５時　土・日曜日、祝日、１２月２９日（火）～令和３年１月３日（日）を除く。）

2申請期限
１月３１日（日）（申請書は２月１日(月)午後５時までに必着）
3補助金額
令和２年４月１日～令和３年１月３１日（日）に購入した新型コロナウイルス感染症対策物品等購入費の２分の１、上
限は１０万円（１００円未満切り捨て）※事業を行っている施設、店舗内などでの使用にかぎります。

4申請方法
郵送または窓口提出。事業者が交付申請できる回数は、１回かぎりです。

5提出書類　※詳しくは、市公式ホームページを確認してください。
⑴高浜市新型コロナウイルス感染症対策物品等購入費補助金交付申請書(請求書)
⑵高浜市新型コロナウイルス感染症対策物品等購入費補助金の申請に関する誓約書
⑶物品などの領収書または説明書
⑷物品などの使用状況がわかる写真
⑸業種がわかる書類
⑹そのほか市長が必要とする書類
市公式ホームページの下記ページからダウンロードいただくか、市経済環境グループでお渡しし
ます。　https://www.city.takahama.lg.jp/site/corona/18225.html　

1補助対象事業者
令和２年11月５日現在において、⑵【補助対象事業者一覧表】に定める施設、店舗など（市内に所在するものにか
ぎる）を経営する事業者
⑴対象外事業者【以下の項目に、ひとつでも該当する事業者は対象外です。】
　・愛知県・高浜市新型コロナウイルス感染症対策協力金50万円の交付を受けた事業者
　・高浜市新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金10万円の交付を受けた事業者
　・高浜市医療機関等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援補助金の交付を受けた事業者
　・インターネット媒体を利用し、非対面取引での事業を主体としている事業者
⑵【補助対象事業者一覧表】
施設、店舗などの種類 内訳

遊興施設など スナック・バー・ダーツバー・アダルトショップ・個室ビデオ店・インターネットカフェ・漫画喫茶・カラオケボッ
クス・射的場・場外船券場

運動施設・
遊技施設

屋内水泳場・スポーツクラブ・ホットヨガ・ヨガスタジオ・ゴルフ練習場・バッティング練習場・テニス場・マー
ジャン店・パチンコ屋・ゲームセンター

劇場など 観覧場・演芸場
集会・展示施設 集会場・展示場・貸会議室
美術館など 美術館・図書館・科学館・記念館

学習塾など 各種学校・日本語学校・外国語学校・インターナショナルスクール・自動車教習所・学習塾・英会話教室・音
楽教室・囲碁・将棋教室・生け花・茶道・書道・絵画教室・そろばん教室・バレエ教室・体操教室・スポーツ教室

ホテルまたは旅館 ホテル・旅館

商業施設
ペットショップ・ペット美容室・宝石類や金銀の販売店・古物商・金券ショップ・古本屋・おもちゃ屋・鉄道模型
屋・囲碁・将棋盤店・DVD/ビデオショップ・レンタル・アウトドア用品・スポーツグッズ店・ゴルフショップ土
産物店・旅行代理店・アイドルグッズ専門店・ネイルサロン・まつ毛エクステンション・スーパー銭湯・岩盤
浴・サウナ・エステサロン・日焼けサロン・脱毛サロン・写真屋・フォトスタジオ・美術品販売

食事提供施設 飲食店・料理店・喫茶店・和菓子・洋菓子店・タピオカ店・居酒屋
医療施設

生活必需物資販売
施設

食料品売場（移動販売店舗を含む）・コンビニエンスストア・百貨店（生活必需品売場）・スーパーマーケッ
ト・ホームセンター（生活必需品売場）・ガソリンスタンド・靴屋・衣料品店・雑貨屋・文房具屋・酒屋・本屋・自

その他 理髪店・美容院

新型コロナウイルス感染症
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対象となる方 減免額

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重
篤な傷病を負った方 保険料（税）の全額

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などを廃止、失業した方 保険料（税）の全額

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、主たる生計維持者の事業収入
など（注）の減少が見込まれ、次のす
べての条件に該当する方。

※介護保険料は①②の条件に該当す
ること。（③は含まない。）

①事業収入など（注）のいずれかが前
年の30％以上減少したこと 被保険者と世帯の主たる生計

維持者の前年所得にもとづき
算定

※制度により算定方法が異な
りますので、各担当に問い
合わせてください。

②収入減少が見込まれる事業収入な
ど（注）にかかる所得以外の前年の
所得の合計額が400万円以下であ
ること

③前年の合計所得金額が1,000万円
以下であること

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への保険料（税）の減免制度
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象とした、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介
護保険料の減免制度を設けています。源泉徴収票や確定申告用資料が手元にそろったら確認してください。

◎減免の種類

・国民健康保険税に関すること・・・・・・・・・・・・市市民窓口グループ （内線２６１）
・後期高齢者医療保険料に関すること・・・・市市民窓口グループ （内線２２７）
・介護保険料に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・ いきいき 介護障がいグループ ☎５２-９８７１

このたび、適用期間を3月31日（水）までに延長することになりました。
　制度の詳細や申請方法については、問い合わせてください。

（注）「事業収入など」とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入をいい、株の取引による収入などは除きます。

申請および
問合せ先

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の方へ傷病手当金の適用期間を延長します
　被用者（企業や個人事業主などに雇用され給与を得ている方）で、新型コロナウイルス感染症に感染し
た方に対し、収入がなくなることにより生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金を支給しています。

国民健康保険・後期高齢者医療保険制度

◎対象となる保険料（税）
令和元年度、令和２年度分の保険料（税）で、令和２年２月１日から令和３年３月３１日までに納期限が設定され
ているもの。

◎申請に必要なもの
印鑑、本人確認のできるもの（運転免許証など）に加え、次のものを用意してください。新型コロナウイルス感
染症の拡大防止の観点から、郵送による申請を希望の方は、相談してください。

　・新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
　　 罹患を証明するもの（診断書など）
　・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を廃止、失業した方
　　 事業廃止届出書の写し、離職票、雇用主の証明など
　・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる方
　　 収入の減少がわかるもの（給与明細書、源泉徴収票、確定申告用資料など）

◎申請期限
令和３年３月３１日（水）

新型コロナウイルス感染症
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I♡TAKAHAMAサンドイッチ
レストラン Omi

スカイラークオリジナルの食パンを使ったピーナッツ味のラスク
スカイラーク

吉浜の鶏の卵を使用した「みそタママヨネーズ」
オレンジボックス

お好み焼きシーフード・やきそばシーフード
こがねや

昭和45年当時（50年前の復刻メニュー）「ロースかつＢ定食」
とんかつ懐石こざくら

令和2年4月1日より高浜市市制50周年ＹＥＡＲが始まりました。現在実施中の記念事業について紹介します。
※なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部の事業については来年度に延期することが決定しました。

高浜市市制５０周年をオリジナルの「味」で盛り上げよう！！
　高浜市市民会議５０の「大人チーム」で企画した「みんなが眼を輝かせる高浜オリジナル食べ物作り事業」。
市制５０周年オリジナル食べ物に新しい仲間が登場しました！（※販売状況は、事前に問い合わせてください。）

高浜市市民会議50企画事業
みんなが眼を輝かせる高浜オリジナル食べ物作り事業

問合せ先　市総合政策グループ　☎52-1111(内線339・366)　Ｅメール　seisaku@city.takahama.lg.jp

協力者募集中

５０周年を「味」で盛りあげてい
ただける市内事業者の方を引
き続き大募集中！
詳しくは市公式ホ
ームページで確認
してください。

予 告 新しくキャンペーンを開始します！
　現在大人チームでは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内
のお店を応援したい」というメンバーの思いから、より多くの人がお店へ足を運
んでいただき、お買い物をされた方にも抽選で景品が当たるようなキャンペー
ンを考えています。
※詳しくは『広報たかはま』２月１日号でお知らせします。

1月末（予定）までの限定メニュー

要予約

現在、市内で多くの
オリジナル食べ物が
販売されています。
今しか楽しめない味
に出会えます！

T O W N

T O P I C Sまちの話題まちの話題
　市内の全小中学校などで市制50周年のシンボルマークがデザ
インされたコロッケが登場しました。中心のシンボルマークは春巻
きの皮に食用インクで印刷されています。児童・生徒らで合計約
5,300個を食べました。
　あわせて、電子黒板を使って、市のテーマソング「ハッピースマイ
ルタカハマ～ちょうどいいまち　ちょっといいまち～」の振付動画
を放映し、おいしくたのしく市制５０周年を祝いました。

12
［火］
1 市制50周年記念給食
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問合せ先　市総合政策グループ　☎52-1111（内線332）　Ｅメール　seisaku@city.takahama.lg.jp

問合せ先　市総合政策グループ　☎52-1111（内線365・366）

あの人気番
組が

高浜市に
やってきま

す！

高浜ライオンズクラブ結成４０周年・高浜市商工会設立６０周年・高浜市市制施行５０周年記念連携事業

出張なんでも鑑定団in高浜出張なんでも鑑定団in高浜

運

運

観覧
無料

●開催日（予定）　2月14日（日）
●時間（予定）　開場／正午　開演／午後1時
●会場　地域交流施設「たかぴあ」

観覧
募集中！

●応募締切日　1月11日（月）
●抽選結果発表　1月下旬
●応募方法（往復ハガキの記入要領）

〒444-1398

往信

高浜市
企画部総合政策G
「出張!なんでも
鑑定団in高浜市」
　　　　　観覧係

観覧希望者の
①郵便番号
②住所
③氏名

観覧希望者
氏名①
　　②

①の連絡先
住所
TEL

※ここは白紙の
　ままで

返信

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止になる場合があります。あらかじめ了承してください。

観覧希望の方は、往復ハガキに必要事項
を記入のうえ、応募してください。応募者
多数の場合は、抽選となります。当選した
ハガキ1枚につき2名様まで入場できます。
※往復ハガキ以外での応募は無効です。

往信おもて 往信うら返信うら 返信おもて

高浜市市制50周年記念事業 NEWS特 集

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　集

※応募作品35点については『広報たかはま』12月1日号と市公式ホームページで紹介しています。

市制施行50周年 高浜市市民会議50（女子ーズ）企画
「笑顔の写真展事業」人気投票と審査結果を発表します！

　５０周年めちゃめちゃハッピースマイル賞
　 No.1 「お食い初め」
　50周年ちょっといいスマイル賞
　 No.22 「最高の笑顔(≧▽≦)」
　50周年ちょうどいいスマイル賞
　 No.35 「家族が増えて、笑顔も増えた！」

　笑顔のパラダイス賞
　 No.9 「稗田川沿いにて」
　天使のスマイル賞
　 No.18 「おおばぁば おそらで 見てるかな」
　しあわせの笑顔賞
　 No.30 「ニッコリこんにち歯!!」

　笑顔満開賞
 No.25 「日本ではじめてのお花見～吉浜八幡社にて」
　はじめまして賞
 No.26 「振り返れば良き思い出」
　チーズだワン賞
 No.11 「大切な家族」

No.1
凜々菜さん

No.11
ミニシュナパナママさん

No.35
match familyさん

No.26
歌う電工マン！ ひろしげさん

No.25
公益社団法人トレイディングケアさん

No.30
もうすぐ１歳♪さん

No.9
MIKOさん

No.22
YUNOママさん

No.18
羽毛恐竜さん

人気投票
高浜市

市民会議50
審査

女子ーズ
審査
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三州瓦工業協同組合
オンラインショップは

こちら

問合せ先　鬼師×鬼滅の刃“鬼コラボ”全容について・・・市総合政策グループ　info@city.takahama.lg.jp
　　　　　鬼コラボ限定瓦グッズについて・・・・・・・・・・・・・三州瓦工業協同組合　info@sansyuu.net

　鬼師×鬼滅の刃“鬼コラ
ボ”期間中は、鬼師体験ワ
ークショップとして、瓦粘土
の型押しを体験いただき、
小さな鬼師がたくさん誕
生しました。

　鬼コラボオリジナル瓦グッズも、鬼瓦と同
じ工程でつくられました。
　同じデザインのものを複数個つくるとき
には、石膏で型をつくります。完成した石膏
型に瓦粘土を押し入れていくのにもコツが
あり、型のすみずみまでしっかり粘土を入れ
ていきます。型からぬいた後には、ヘラを使
って「磨き」作業をおこない仕上げていきま

す。その後、乾
燥させて粘土
の中の水分を
しっかりと蒸発
させてから、窯
にいれて焼成
して完成です。

　全国の名立たる社寺仏閣の鬼瓦
を手がける三州の鬼師。その技は、
手作りであるがゆえに繊細で多彩
なデザインを可能とし、鬼師によっ
てその技法や表現方法はさまざま。

「いぶし銀」の鬼瓦・飾り瓦では、単色での表現になる
ため、彫り方の工夫によって陰影をつけることで、遠近
感や色味を表現し、迫力ある造形物に仕上げていく。
　復元・修復作業では、欠けてしまった部分を想像し
ながら元ある形をつくっていくのだが、新しいものを
つくりだすときには、顧客の完成イメージを聞き取り、
まずデザインを描きあげる。デザインが固まったら、
板状の粘土にデザインを描き写し、そこに粘土を盛っ
たり削ったりしながら、立体物にしていく。
　作品ひとつひとつに鬼師の技術と想いが込められ
ている鬼瓦。社寺仏閣を訪れるときには、屋根の上に
ある鬼瓦や飾り瓦にも注目してみよう。

鬼師×鬼滅の刃“鬼コラボ”

鬼三SANSYU no ONI州の を

調査せよ！
鬼師の
技

©KG/S, A, U

※コラボ期間は、1月29日（金）まで
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C a m e r a  R e p o r t

　翼まちづくり協議会が
「コロナ禍における防災
訓練」をおこないました。
感染症を踏まえた避難所
運営、トランシーバーの取扱い、水消火器の取扱い、トイレなどの消毒
を訓練しました。皆さんも今一度、感染症対策を踏まえた災害時の対
応を家族で話し合ってみてください。

カ メ ラ レ ポ ー トカ メ ラ レ ポ ー ト

Camera
Report

感染症対策を踏まえた防災訓練を
実施しました

市民記者・廣田久雄氏 撮影

▲平成17年、地域内分権検討委員会（港小学
　校区）が視察にでかけたときのようす

▲子どもたちに竹細工を教えるなど、地域で
　の子育てにも積極的な神谷義國さん

まちづくり思い出ばなし

　高浜市のまちづくりの思い出のあれこれを地域の方へのインタビューを交えて紹介します。初回は、
市内で１番初めに立ち上がり、今では全国から視察も迎える「NPO法人高浜南部まちづくり協議会」理
事の神谷義國さん（二池町）に当時の思い出を聞きました。

　今から15年前、港小学校区でまちづくり協議会立ちあげの検討会議が始まったころ私は町内会の副
会長でした。検討会の市民委員の方との縁で高浜市が進めようとしていた「地域内分権」という言葉を知
り、どういう意味だろうと思いましたが「自分たちのまちのことは、もっとも実情をよく知っている自分た
ちで」という考え方と理解しました。進行する高齢化や人口減少を踏まえて高浜市の将来を考えると、市
民の眼から見ても、なにか手を打たなければと感じました。町内会や婦人の会など地域のために活動し
ている団体も参加者が減っており、これらを結びつける場を作り、市民主体で地域課題を解決するため
のコーディネーター役としてまちづくり協議会がうまれ、私も参加するようになりました。しかし、いざ活
動スタートとなると、なかなか皆の気持ちが同じ方向に向かず、会議もうまく進みませんでした。煮詰ま
ったとき、ある年上の方が「ここは、まちをよくしようと皆が知恵を出し合う集まりだ。そういう気持ちのな
い人は出て行ってかまわない。」とキッパリ言われ、皆さんの心が決まったという場面がありました。忘れ
られないひとこまです。 （神谷義國さん談）

「まちづくり協議会」立ちあげのころのおはなし

vol.1
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問合せ先　 いきいき 文化スポーツグループ　☎ 52-1111（内線331）
▲ホームページ

実は、こんなことしています！実は、こんなことしています！実は、こんなことしています！
▲読み聞かせのようす

▲新しいホームページ

レファレンスサービス
　図書館では利用者からの「○○について知り
たい」「調べ物がしたい」といった声にこたえる
「レファレンス」を行っています。
　司書は図書のプロです。「○○に関する本を
探しています」と司書に聞いてみるとたくさん
ある本の中からあなたにピッタリの本を探し出
すサポートをしてくれます。
　レファレンスによって自分では探せない・たど
り着けなかった本
との出会いがあ
り仕事・健康・恋
愛など『人生の困
りごとを1冊の本
が変えてくれる
きっかけのお手
伝いをする』そん
な役割が図書館
にはあります。

　皆さんは「図書館」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべ
ますか？ 本を借りる場所？ 読む場所？ それとも、調べ事や勉強を
する場所？ 
　最近では時代の変化に合わせて「カフェ併設」「ビジネス支援」
「おしゃべりができる」「本を貸さない図書館」など、地域にあった
さまざまな図書館が誕生あるいは生まれ変わっています。
　そこで、高浜市においても、これからの時代にふさわしい「図
書館のあり方」（役割・必要な機能）について、今後『これからの図
書館のカタチ・チカラ』と題して、『広報たかはま』などを通して市
民の皆さんとともに考えていきます。
　初回の今号では「図書館の役割」について、お伝えします。

　本に初めて触れる乳幼児に向けて、お
はなし会や健診などの機会に司書や読
み聞かせボランティアが絵本を紹介して
心触れあうひとときを持つきっかけをつ
くっています。
　どんな絵本を選んだらいいのか、どう
読めばいいのか不安なお父さん・お母さ
ん。心配はいりません。経験豊かな司書
やボランティアの皆さんが、優しく初め
ての本との触れあいのお手伝いをして

くれます。

ブックスタート

図書館の
役割
取り組みの
一例

図書館ってどんなところ？
～ご存じですか？図書館の役割～

第1回 

◆図書館での催しに関してはP15に記載がある「図書館情報」や図書館公式ホー
ムページおよびフェイスブックを確認してください。
◆今後も図書館の取組みなどについては『広報たかはま』でお知らせします。

▲フェイスブック

いつでもどこでも図書館
　図書館に行かなくても、親しんだ身近な場所で本の
貸し借りができます。
　市内11か所が受け取り拠点として協力してくれてい
ます。皆さんの手に本を少しでも近づけることも役割
の一つになります。

図書館のホームページがリニューアル！
　高浜市立図書館の公式ホームページがリニューア
ルしました。イベント情報や、「いつでもどこでも図書館」
の案内など図書館の情報が盛りだくさんですので、ご
覧ください。

ご 活 用 く だ さ い
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問合せ先　市税務グループ　☎52-1111(内線241・243・259)

税に関する習字・作文
(順不同、敬称略)

優秀習字の紹介

優良賞　斎藤ゆかり（南中3年）

習字入賞者

作文入賞者

令和2年度 入 賞 者 の皆さん

刈谷税務署長賞
小原　蒼人
（吉小5年）

市長賞
内田　彩心
（吉小6年）

市議会議長賞
山田　楓乃
（高小6年）

商工会会長賞
杉浦　めい
（吉小6年）

東海税理士会刈谷支部長賞
石川ななみ
（港小6年）

優秀賞　岡田　佳帆（翼小6年）
優良賞　山田　佳穂（高小5年）
　　　　高松　心音（取小6年）
　　　　増田　玲衣（翼小5年）
　　　　神谷　柚乃（翼小6年）
　　　　川本早々良（翼小6年）
　　　　須網　夏帆（高小6年）
　　　　光瀬　瑞姫（取小6年）
　　　　北野　恵愛（翼小6年）

　刈谷納税貯蓄組合連合会主催の令和2年度
「小学生の税に関する習字」・「中学生の税に関
する作文」で、高浜市内から１３６点の習字と作
文の応募がありました。そのなかから、入賞し
た皆さんを紹介します。

問合せ先　図書館　☎52－0240１月の休館日
図書館

ホームページは
こちら

　高浜高校手話部の皆さんといっしょに手話に
チャレンジしませんか？はじめての方でも大丈夫。
みんなで楽しく手話を学びましょう！ 

と　き　２月６日(土)　午後２時～３時 
ところ　図書館２階　郷土資料館
協　力　高浜高校手話部
対　象　幼児(保護者同伴)～一般
定　員　10人　　受　付　１月４日(月)～
申　込　図書館へ直接、または電話で申込み
※マスク着用をお願いします。
※体調が優れない場合は参加を遠慮してください。
　予約のキャンセルは本館に連絡してください。

12月29日(火)～１月３日(日)の年末年始
５日、12日、19日、26日の火曜日

定例おはなし会手と手ではなそう！ 手話教室

　新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、中止になる場合があります。開催の有
無、日時は図書館ホームページを確認い
ただくか、図書館に問い合わせてください。

乳幼児のおはなし会[要予約]・・・・・・・
●赤ちゃんおはなし会「あんよ☆あんよ」【高取】
　１月18日(月)　午前10時30分～11時
●マザリーズのベビーブックのひととき【高取】
　１月８日(金) 午前10時30分～11時30分

幼児～小学生のおはなし会[先着順／定員10人]
●カタリーネのおはなし会と読書相談
　(読書アドバイザーの日)【本館】
　毎週月曜日　午後３時～３時15分
　毎週水・金・土曜日　午前10時30分～10時45分
●土ようおはなし会のみんなおいでおはなし会【本館】
　１月９日(土)　午後３時～３時15分
※【本館】＝図書館本館「えほんの森」
　【高取】＝高取図書室　　【吉浜】＝吉浜図書室
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問合せ先　市総合政策グループ　☎52-1111(内線366)

「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」の実現をめざして

第６次高浜市総合計画推進会議

委員からのおもなメッセージ委員からのおもなメッセージ委員からのおもなメッセージ

後期基本計画「平成３1年度の取組みに対する評価」が
提出されました！

　総合計画推進会議では、後期基本計画（平成30～令和3年
度）に掲げる11目標の達成状況といった行政内部の点検・検
証内容に対し、高浜市をよりよいまちにしていくためにはどう
したらよいか、目標の達成に向けて改善すべき課題や今後の
取組みにつながるアイデアなどについて、意見交換をおこなっ
てきました。
　前回まで行政からの取組みの状況の説明を受け、11月27
日開催の第４回会議では、これまでの意見内容をとりまとめ、
中川幾郎会長（帝塚山大学名誉教授）から吉岡市長へ「後期基
本計画　平成31年度の取組みに対する評価」の冊子が手渡さ
れました。
　行政では、この評価結果を今後の取組みの見直しなどにい
かしていきます。

◆総合計画推進会議は傍聴可能です。
◆総合計画や総合計画推進会議の詳しい内容は、
こちらから！

ICT教育は進展して
いくだろうが、画面の
中にはいい映像もあ
るが悪い映像もある。
その中から自分がど
ういうものをチョイス
するのか、画面に出て
くるものがすべて正
しいものではないこ
とを教育してほしい。 推進会議に参加すること

で、思っていることや自
分が気づかなかったこと
に気づかされる。そのな
かで自分は何ができるの
だろうと考えさせられる
会議だった。

推進会議に参加するま
ではあまり高浜市に興味
がなかったが、推進会議
に参加して市の進めて
いる仕事の内容がわか
ってきた。大変なことが
あると思うが、ドラスティ
ックにやっていっていた
だきたい。

中川先生からのコメント
　高浜市の総合計画は、総合計画を住民参加で作りあげ「絵に描いたもち」
にせず、市民とともに推進・管理することができるという実践例を全国に示し

た。また、評価指標を設定した総合計画の先駆者でもあ
り、誇りに思う。高浜市にかぎらずまちづく
りの地域団体に若い担い手が不在である
ことは全国的な課題である。会社勤めの方、
子育て中の方、どんな方でもまちづくりに
何かしらのかかわりを持てるようにすべき
時期がきていると考える。
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◎ＰＣ版・・・・・・・・・・・・・・・・http://www.takahamashi.com/
◎スマートフォン版・・・http://www.takahamashi.com/sp/
◎モバイル版・・・・・・・・・http://www.takahamashi.com/m/

子育て支援ネットワーク
ＨＰ

場所 行事名 月日 時間 対象 申込※参加費

東海

サーキット遊びで体を動かそう！ 1/14（木）
10：30～ 乳幼児親子

10組
有

1/4（月）～

新聞紙を破いたり丸めたりして遊ぼう！ 1/21（木）

釘を使ってピンボールゲームを作ろう！ 1/23（土） ①10：30～②13：30～
小学生
各６人

豆まきごっこで鬼退治をしよう！ 1/28（木） 10：30～ 乳幼児親子
10組

高浜
（中央）

新聞紙あそびを楽しみましょう 1/15（金）
10：00～ 乳幼児親子

１５組

有
1/5（火）～

鬼のお面を作って豆まきをしましょう 1/29（金）

有
1/20（水）～

新しいたかぴあサブアリーナであそぼう
～みんなで鬼ごっこ～

1/30（土）
10：00～ 小学生２０人

集まれ中高生！
鬼ＧＯＤ～鬼ごっこの神はだれだ～ 11：00～ 中高生２０人

※当日参加ＯＫ

吉浜

豆まき会 1/30（土） 13：30～ 小学生
１０人

有
1/4（月）～

のびのび育児相談 2/4（木）
①10：00～
②10：40～
③11：20～

乳幼児親子　
各５組

体操教室 2/10（水）
0・1歳児
10：30～
2・3歳児
11：00～

乳幼児親子
各１０組

リトミック教室 2/12（金） 10：30～ 乳幼児親子
10組

翼

いろいろな物を使って、こま遊び！
1/14（木）

10：30～ 乳幼児親子
各１２組

有
1/7（木）～

1/18（月）

お面を作って、鬼退治！
1/21（木）
1/25（月）

筆ペンを使ってポストカードを描こう！ 1/30（土） ①9：30～②10：45～
小学生
各４人

手作り楽器を作って鳴らしてみよう！
※2/8（月）にも実施予定 2/4（木） 10：30～ 乳幼児親子

12組

児童
センター

■東海児童センター　☎52－5126　■高浜児童センター　☎57－6468
■吉浜児童センター　☎52－1019　■翼児童センター　　☎54－2833
●開館時間　月曜日～土曜日、午前9時～正午・午後１時～５時
●休 館 日　日曜日・祝日・年末年始

スマホ版 モバイル版

児童センターの行事 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、来館時には、マスクの着用や
　手の消毒に協力してください。

※令和2年１２月２８日で中央児童センターは閉館、１月４日（月）より高浜児童センターが開館します。

1月の

詳しくは、子育て支援ネットワーク・各児童センターのホームページ・センターだよりを確認してください。
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予防接種の一覧

ＢＣＧ、4種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ）、ＭＲ（麻しん・風しん混合）、ＤＴ（ジフテリア・破
傷風混合）、日本脳炎、ヒブワクチン（インフルエンザ菌ｂ型）、小児肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎
ワクチン、ロタワクチン（令和2年10月1日～）、子宮頸がん予防ワクチン※
※厚生労働省の勧告（平成２５年６月１４日健発０６１４第１号厚生労働省健康局長通知）により、子宮頸がんワク
チンの定期接種を積極的に勧奨していません。接種を希望する方は、厚生労働省のホームページに掲載さ
れているリーフレット「小学校6年～高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ」を確認のうえ
検討いただき、いきいき 健康推進グループへ連絡してください。

対 象 者 高浜市に住民登録があり、定期予防接種の対象年齢にある方
接 種 場 所 ）。いさだくてし認確で」程日の種接防予・業事健保子母度年２和令「、帳手種接防予、はくし詳（関機療医施実
持 ち 物 母子健康手帳、接種する予診票、健康保険証、子ども医療費受給者証

※母子健康手帳はかならず持参してください。
接 種 期 間 通年

そ の 他

転入した方は、母子健康手帳を持って、いきいき広場へ来場してください。
【予防接種の広域化について】
かかりつけ医が高浜市外にある場合など、定期予防接種が県内の医療機関で受けることができます。詳しく
は いきいき 健康推進グループに問い合わせてください。
【異なるワクチンの接種間隔について】
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔が、以下のように改正されました。
　【改正前】 生ワクチンは接種後27日以上、不活化ワクチンは接種後6日以上の間隔をおく。
→【改正後】 注射生ワクチンどうしを接種するには、接種後27日以上の間隔をおく。
そのほかの接種間隔については、制限がなくなります。

種　別 日　程 実施時間 内　容 備　考

栄 養 相 談 １３日（水） 9:00～11:30 糖尿病・脂質異常症・肥満など複数の疾患のある方へ、栄養・食生活相談を行います。
※要予約
☎21-9338

こ こ ろ の
健康医師相談 １４日（木） 14:00～16:00 精神科医師によるこころの健康相談を行います。 ※要予約

☎21-9337
骨 髄 バ ンク
ドナ ー 登 録 毎週１・２火曜日 9:00～11:00 ドナー登録【登録できる方】18歳～54歳の健康な方

※要予約
☎21-4797

肝 炎 検 査 第１・２火曜日 9:00～11:00 Ｂ・Ｃ型肝炎検査結果成績書を必要とされる方の検査はできません。
予約不要エ イ ズ ・

梅 毒 検 査
第１・２火曜日 9:00～11:00

匿名で検査ができます。
第３月曜日 18:00～19:00

月日 医院名 町 電話
1月3日 稲垣歯科医院 52-5611
10日 おかべ歯科眼科クリニック【歯科】向山 52-7775
17日 鈴木歯科医院 青木 53-0761
24日 杉浦歯科医院 呉竹 52-5000
31日 グリーン歯科 屋敷 53-1515
2月7日 しずま歯科クリニック 沢渡 91-8838
14日 いづかファミリー歯科 神明 95-0303
21日 神谷デンタルクリニック 本郷 95-6666
28日 森歯科医院 青木 52-0888

月日 医院名 町 電話
※1月1日 磯貝医院 青木 53-0013
※2日 つばさクリニック 神明 54-5283
※3日 中沢内科クリニック 沢渡 54-0606
10日 たかはま整形リウマチクリニック 沢渡 52-5221
11日 吉浜クリニック 呉竹 52-5110
17日 岩井内科クリニック 二池 54-1019
24日 神明 52-9990
31日 高浜愛レディースクリニック 湯山 54-5161
2月7日 つばさクリニック 神明 54-5283
11日 きぬうら整形外科泌尿器科 神明 54-5255
14日 中沢内科クリニック 沢渡 54-0606
21日 ひさだ眼科 沢渡 52-8146
23日 泰生医院 青木 52-1001
28日 磯貝医院 青木 53-0013

【子どもの定期予防接種】　

【衣浦東部保健所行事】　問合せ先　衣浦東部保健所　☎２１-４７７８ 会場：衣浦東部保健所

1月 2月 休日等在宅当番医

診療時間外に、急病などで受診が必要なときは、
救急医療情報センター（☎36-1133・ホームページhttps: 
//www.qq.pref.aichi.jp/）に問い合わせてください。

都合により変更する場合がありますので、確認のうえ受診してください。

☆高浜市医師会
＜診 療 日＞日曜および祝日
＜診療時間＞9:00～12:00、13:30～17:00
※１月１月～１月３日の診療時間は、９：００～１２：００です。

☆高浜市歯科医師会
＜診 療 日＞日曜　＜診療時間＞9:00～12:00

の

●予防接種は、感染症にかかりやすい年齢などをもとに接種時期が決まっています。特に、生後２か月から予防接種を受け始めること
は、お母さんからもらった免疫が減っていくときに、赤ちゃんがかかりやすい感染症から赤ちゃんを守るために、とても大切です。

●受診の前には、体温を測定するなど、体調に問題がないことを確認してください(※)。家に帰ったら、赤ちゃん、保護者とも、手洗い
などの感染対策をしっかりしましょう。

※体調が悪いときは、予防接種や乳幼児健診を控え、元気になったらあらためて予定を立てましょう。

予防接種を
遅らせることなく
接種しましょう。

※12月1日号に掲載の高浜市医師会の休日等在宅当番表に下記のとおり変更がありました。
　1月2日　旧 ひさだ眼科 → 新 つばさクリニック 
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【成人】 会場：いきいき広場
種　別 日　程 実施時間 内　　容 備　考

栄 養 相 談 １９日（火） 要予約
糖尿病・高血圧・骨粗しょう症などの予防を目的とし
た、管理栄養士による食生活や栄養面に関する相談
（1人30分程度）

※健康推進グループへ電話予約

種　　　別 日　　程 受付時間 対　　　　象 持ち物 備　考

４か 月 児 健 診 １５日（金）

対象者に通知

★令和２年９月生まれ
母子健康手帳
健診アンケート
バスタオル

※授乳を済ませてきてください。

１歳６か月児健診
フッ化物歯面塗布 ２７日（水） ★令和元年６月生まれ

母子健康手帳
健診アンケート
歯ブラシ２本

　（１本は新しいもの）

※歯みがきを済ませてきてくださ
い。

※フッ化物歯面塗布は､希望児のみ
実施（料金 300円）

※２歳６か月児で歯科健診を希望す
る方は健康推進グループへ問い
合わせてください。

２ 歳 児 ･
２ 歳 ６ か 月 児
歯 科 健 診 、
フッ化物歯面塗布

８日（金）
（２歳児）
★平成３０年１２月生まれ
（２歳６か月児）
※希望者のみ

母子健康手帳
歯ブラシ２本

　（１本は新しいもの）
健診アンケート

３ 歳 児 健 診 ６日（水） ★平成２９年１２月生まれ
母子健康手帳
健診アンケート

※歯みがきを済ませてきてくださ
い。

５ 歳 児 健 診 ２０日（水） 対象者に通知

ち び っ こ 相 談 ２５日（月） 9:30～
要予約

０歳～就学前のお子さん
とその家族

母子健康手帳　
希望する方は健康推進グループへ
問い合わせてください。

発 達 相 談
要予約 就学前のお子さんとその

家族
言 語 相 談

ままプチさろん ２１日（木） 9:45～10：00
要予約 妊娠した方

母子健康手帳
母子健康手帳副読
本

パ パ マ マ 教 室 ２３日（土） 要予約 パパ・ママになる方 母子健康手帳
筆記用具

会場：よしいけ保育園
　　　子育て支援センター
※健康推進グループへ電話予約

こ ん に ち は！
あかちゃん訪問 随時 随時

生後４か月未満の赤ちゃ
んのいるすべての家庭
（里帰り出産者も可）

母子健康手帳
タオル

留守番電話に伝言が残っていた方、
里帰り中で市内に不在の方は連絡
してください。

母 子 健 康 手 帳
交 付

毎週火曜日
(祝日を除く) 9:00～9:20

妊娠した方とそのご家族
※妊娠に気づいたら早め
に医療機関を受診しま
しょう。

妊娠届出書
外国籍の方は在留
カード(外国人登録
証明書)など
妊婦の個人番号カ
ードまたは妊婦の通
知カードと写真入り
身分証明書

※予約不要
※初産婦さんは9:30～10:00
　プレママ教室があります。
※日程の都合の悪い方は健康推進
グループへ連絡してください。

※できるだけ妊娠１１週までに届出
をしましょう。

保健ガイド令和3年

お知らせ ・駐車場は三河高浜駅西立体駐車場を利用してください。駐車券をお渡しします。
・感染症対策として、健診の内容を一部変更する場合があります。また密を避けるため、受付時間を通常と変更して
実施します。詳しくは個別通知にてお知らせします。

会場：いきいき広場【乳幼児・妊婦】　★印については、個別通知をします。

とみた　 あやは

富田 絢葉ちゃん
ひらみち　かなと

平通 叶都くん

問合せ・相談は
いきいき 健康推進グループ　☎52-9871
＊年間スケジュールは市公式ホームページに掲載しています。

各健診の受付時間はかならず守ってください。受付時間を過ぎた場合は、次回の健診の受診となります。

1月の

H E A L T H  G U I D E
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問合せ先　市防災防犯グループ　☎52-1111（内線229）

パブリックコメント

第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）
第5次障がい者福祉計画(案)
第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画（案）
に対する意見募集

問合せ先　 いきいき 介護障がいグループ　☎５２-９８７１　■℻５２-７９１８
　　　　　Eメール　kaigo@city.takahama.lg.jp

意 見 募 集

高浜市高齢者
後付安全運転支援装置
設置費補助制度を
実施しています

■計画案の閲覧場所［１月15日(金)より］
　①公共施設での閲覧・・・市役所、いきいき広場、図書館、
 各公民館、各ふれあいプラザ
　②ホームページ・・・・・・・・市公式ホームページから閲覧可
■意見提出期間　１月15日（金）～29日（金）
■提出方法　次のいずれかの方法で提出してください。
①「意見提出箱」に投函(計画(案)の閲覧場所に設置）また
は担当窓口に提出
②郵送、ファクス、電子メールで提出

■意見提出できる方
・市内在住、在勤または在学の方、市内に事務所または事
業所を有する方、本計画に利害関係を有する方

■提出にあたっての留意事項
・意見の提出様式は自由です。
・「氏名」「住所」「電話番号」「意見およ
びその理由（該当箇所）」を明記して
ください。
・意見の概要および市の考え方など
について、とりまとめて公表します。
・意見は、計画策定・修正の参考とさ
せていただきます。

●補助対象者
 ・令和３年３月３１日時点で満６５歳以上の運転免許保有者
 ・補助金の申請日および装置の設置日において市内に住所を有していること
 ・有効期限内の自動車運転免許証を保有していること
 ・営利を目的とせず、装置を設置した自動車を１年以上使用すること
 ・自動車税および市税を滞納していないこと
 ・車検証の「使用者の氏名又は名称」に記載されている氏名と、高齢者の運転免

許証に記載されている氏名が同一であること

●補助の対象となる車
 ・補助の対象者が運転する自動車
 ・国が認定する安全運転支援装置を設置することが可能である自動車
 ・車検証の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載された自動車
　詳しくは市公式ホームページで確認してください。
　また、市役所（１階・２階）、いきいき広場、各地域の公民館、各地域のふれあいプラザにもチラシおよび申請
書を設置しています。

　アクセルとブレーキの踏み間違いによる交通事故を
防ぐため、市内在住の６５歳以上のドライバーを対象に、
現在乗っている自動車に後付けができる安全運転支援
装置設置の購入および設置費用の一部を補助する制
度を実施しています。検討中の方は、２月末までに申し
込んでください。
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科　目 予算現額 収入済額 構成比 収入率
分担金及び負担金 5,502,224 2,476,862 93.6% 45.0%
使用料及び手数料 26,732 9,119 0.3% 34.1%
国 庫 支 出 金 2 0 0.0% 0.0%
県 支 出 金 52 47 0.0% 90.4%
財 産 収 入 6,705 6,708 0.3% 100.0%
寄 附 金 1 0 0.0% 0.0%
繰 越 金 148,375 148,374 5.6% 100.0%
諸 収 入 16,963 3,711 0.2% 21.9%

計 5,701,054 2,644,821 100.0% 46.4%

区　分 現在高 構成比
広域連合 99,900 89.5%

市別

碧南市分 0 0.0%
刈谷市分 7,890 7.1%
安城市分 3,778 3.4%
知立市分 0 0.0%
高浜市分 0 0.0%
合計 111,568 100.0%

会場 高浜消防署 碧南消防署 知立消防署 安城消防署

講習会名
普通救命講習Ⅰ

心肺蘇生法（気道確保、人工
呼吸、胸骨圧迫）、ＡＥＤの使
用法、止血法など

普通救命講習Ⅲ
　小児・乳児・新生児の心肺
蘇生法、ひきつけ、のどに異
物が詰まった時の処置など

普及員講習再教育
応急手当普及員の資格を有する方が、前回の講習受講
日から３年以内に再度受講するための講習

開催日 １月１７日（日） １月１６日（土） １月１７日（日） １月２４日（日）
開催時間 午前９時～正午
定員 先着２０人　無料
募集開始 １月５日（火）　午前９時
申込み先 ☎５２-１１９２　救急係へ ☎４１-２６２５　救急係へ ☎８１-４１４４　救急係へ ☎７５-２４９４　救急係へ
対象者 碧南市、刈谷市、安城市、知立市および高浜市在住、在勤、在学の方でいずれの会場でも受講できます。

備考 講習内容は、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた心肺蘇生法となります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講習会を中止する場合があります。開催状況は、ホームページを確認
してください。

あなたは愛する家族を救えますか。いざというときのために心肺蘇生法を覚えましょう。

衣浦東部広域連合消防局救命講習会 【令和３年１月開催分】
問合せ先　衣浦東部広域連合事務局総務課　☎６３-０１３3

衣浦東部
広域連合
ＮＥＷＳ

今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順、敬称略）
　知立市選出議員　中野 智基、牛野 北斗 

　１１月２４日に令和２年第２回衣浦東部広域連合議会臨時会が開催されました。
　議会では、衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例及び衣浦東部広域連
合第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例、衣浦東部広域連合火災予防条例の一部を改正する条例、愛知
県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少および規約の
変更が可決されました。

広域連合所有財産
◎土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285.98㎡
◎建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,269.56㎡

歳出 （千円）

（千円）

歳入 （千円）

広域連合債の現在高（消防債）

　広域連合では、毎年５月と１１月
の年２回、財政状況を公表してい
ます。今回は、９月３０日現在の令和
２年度予算執行状況をお知らせし
ます。

衣浦東部広域連合財政状況の公表（令和２年１１月公表分）　

科　目 予算現額 支出済額 構成比 執行率
議 会 費 2,297 833 0.0% 36.3%
総 務 費 218,613 78,757 3.5% 36.0%
消 防 費 5,260,887 2,096,048 92.0% 39.8%
公 債 費 205,317 102,436 4.5% 49.9%
予 備 費 13,940 0 0.0% 0.0%

計 5,701,054 2,278,074 100.0% 40.0%
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昭和57年 トヨタ車体（株）入社
 科学技術学園高等学校入学
昭和61年 試作課配属
平成25年 板金グループ　工長
令和元年 生産改革グループ チーフエキスパート
 令和元年度「現代の名工」として表彰

昭和47年～51年 高浜市社会教育委員会委員
昭和48年～58年 高浜市青少年問題協議会委員
昭和58年～62年 高浜市議会議員
平成３年～11年 同上
平成９年 東海市議会議長会一般表彰
 全国市議会議長会一般表彰
平成10年～11年 高浜市社会教育委員会委員
平成11年 高浜市市政功労表彰

主な
経歴

主な
経歴

喜びの声 ────────────────────────────────────
　このような栄誉をうけたのは、自分だけの力ではなく、
先輩やまわりの方の助けがあってこそです。皆の代表と
していただいたというつもりでいます。

思い出 ──────────────────────────────────────
　38年間板金一本ですが、一時期、特装車両試作の職
場に転属になり、自分の仕事が次の工程でお客さまにど
う受け止められるのかをまざまざと知る経験をしました。
また、いろいろな材質にも触れ、板金以外の分野で大き
な気づきを得たことがその後の仕事に生かされたと思い
ます。古い車の再現をする仕事も思い出深いです。博物
館でメモをとって図面にし、昔の映画をコマ送りで見てイ
メージをふくらませて鉄板をたたいたりしました。

メッセージ ───────────────────────────────────
　後輩たちには、若いうちにいろいろな経験をして知見
を広げてほしいと思っています。今の時代「深く狭く」では
なくて「広く、ときどき深く」がいいのではないでしょうか。
視野を広くもっていないと新しい取組みはできないので
はないかと思います。デジタル化された現代ですが、人
が手で触ることで機械にはわからない部分に気づくよう
な一面もあります。そんな部分を後輩に伝承していけれ
ばと思っています。

喜びの声 ────────────────────────────────────
　このような栄誉に浴し感無量です。市議会議員をつと
め、また、野球を中心に市のスポーツ分野に貢献できた
かと思いますが、それも、ただ自分の好きなことをやって
きたという気持ちです。

思い出 ──────────────────────────────────────
　昭和46年に当時の駐在員（今の町内会長）やスポーツ
指導員となり、市のことに関わり始めました。青少年の健
全育成や社会教育委員なども務め、高浜市の50年間を
見つめてまいりました。昭和50年には「高浜市民憲章」の
制定にも携わりました。昭和58年に市議会議員になり、
計3期務めました。「人のつながり」を大切に、また、高田
好胤師の「空」という言葉を座右の銘に議員活動をいたし
ました。

メッセージ ───────────────────────────────────
　まちには高齢者が増えましたが、反面、外から高浜市に
移住してくれる若い家族も増えました。自営業が減ってほ
とんどがサラリーマン家庭になり、昼間に家にいる方も少
なく、「つながり」が希薄になったように思います。また、今
は新型コロナウイルス感染症の影響で商売屋さんが苦し
い状態になってしまいました。どうか、がんばっていただ
いて元気な高浜市にしていただきたいと思っています。

新美 博司さん　88歳（二池町）
元高浜市議会議員

波柴 主計さん　53歳（屋敷町）
トヨタ車体㈱試作部車両試作室チーフエキスパート

旭日単光章黄綬褒章

クローズアップ

インタビュー

C
lose-up
interview令和２年
秋の褒章 受章者インタビュー
永く業務に精励され、また、公共に対する功労が顕著であったことが顕彰された
高浜市在住の方が令和2年の秋の褒章を授与されました。
喜びの声をお伝えします。
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問合せ先　 いきいき 文化スポーツグループ　☎52-1111（内線330）

― 先人たちのあゆみやまちへの想いを知り、未来へと伝えていく ―

市誌編さんだより Vol.21

◇自宅や地域に、高浜に関する書物、写真、チラシなど(特に明治時代～昭和)がありましたら、ぜひ情報をお寄せください。
◇「市誌編さんに興味があるので参加したい！」という方は連絡してください。資料整理、調査、聞き取りなどを通して、新し
い市誌を一緒につくりませんか？
◇市誌編さんに関する内容は、市公式ホームページの「文化スポーツグループ」のページでも紹介しています！

　令和２年度内の発行に向けて、現在執筆・編集の作業を行っています。奇数月の１日号にて編さん状況など
をお伝えします。

　昔から瓦産業が盛んであった高浜市において、規格外瓦のリサイク
ルという全国で唯一の先進的な取り組みを、田戸町にある『愛知県陶
器瓦工業組合』が実施していることから、聞き取り調査を行いました。
　リサイクルの仕組みは、規格外瓦を「シャモット」と呼ばれる瓦を細
かく粉砕した状態にした後、再び瓦用の粘土に混ぜることで自然粘土
の量を増やすという仕組みです。この仕組みに、愛知県陶器瓦工業組
合はいち早く着目し、昭和60年第一工場を設立。しかしこの工場で作
ったシャモットは粒子が粗く、一部しか瓦用の粘土に戻すことができま
せんでした。そこで平成5年に0.5mmという非常に細かい粒子に砕け
る第二工場を設立。この工場ができたことで、規格外瓦の約80％を粘
土に戻すことができるようになりました。この取り組み自体も非常に
興味深いのですが、さらに興味深いのが残りの約20％の用途です。シ
ャモットは摩擦性や排水性、軽量性、安全性に優れているため、道路の
舗装材や防草材など多くの用途があります。最近ではその温かみの
ある色の魅力からガーデニング材としての人気も獲得しており、令和
2年7月にオープンした岡崎信用金庫 高浜支店でもそのようすを見る
ことができます。
　これまでの高浜市誌には載っていない、このような瓦産業の新たな
取り組みや展開を掘り起し、記録として残すことも今回の『新編　高
浜市誌　高浜市のあゆみ』編さんの意義であると考えています。

　調
査
の
な
か
で
新
た
に
見
つ
か
っ
た
高
浜
に
ま
つ
わ
る「
ヒ
ト・モ
ノ・コ
ト
」な

ど
の
情
報
を
速
報
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。今
回
紹
介
す
る
も
の
は
、こ
れ
ま
で
発

掘
さ
れ
た
資
料
の
ほ
ん
の一部
で
す
。事
業
が
開
始
し
た
平
成
28
年
度
か
ら
現
在

ま
で
、市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
も
情
報
を
い
た
だ
き
、貴
重
な
発
見
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
し
た
。5
年
計
画
で
す
す
め
て
い
る
市
誌
編
さ
ん
も
い
よ
い
よ
大
詰
め
。こ
れ

か
ら
も
皆
さ
ん
の
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

市
誌
編
さ
ん
の
現
場
か
ら 

⑧

愛知県陶器瓦工業組合聞き取り成果
“シャモット”による瓦リサイクル

蛇抜橋付近の遊歩道にも「シャモット」が
使用されています。

0～2mm

2～5mm

シャモット
（愛知県陶器瓦工業合パンフレットより）

愛知県陶器瓦工業組合 第二工場
（愛知県陶器瓦工業組合提供）

23広報たかはま　R3.1.1



確
定
申
告
、個
人
市
民
税･

県
民
税

の
申
告
会
場
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
の
お
願
い

振
替
納
付
日

申
告
期
限

日程 昨年度の
混雑状況

２月１６日（火）～２月１９日（金） ×

２月２２日（月）、２月２４日（水）
～２月２６日（金） △

３月１日（月）～３月５日（金） ○

３月８日（月）～３月１２日（金）、
３月１５日（月） ◎

日付 曜日 会場 昨年度の
混雑状況

2月2日 火
吉浜公民館
１階会議室

×

2月3日 水 △

2月5日 金
南部第２

ふれあいプラザ
２階大会議室

△

2月9日 火
高取公民館
１階会議室

×

2月10日 水 △

町
ご
と
の
区
分
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

都
合
の
つ
く
日
程
の
会
場
へ
来
場
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
受
付
日
程
は
、
下
表
の
と
お
り
で

す
。

※
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
付
を
早

め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
発
熱
や
倦
怠
感
が
あ
る
場
合
は
、
来
場

を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

・
来
場
前
に
自
宅
で
の
検
温
に
協
力
し
て

く
だ
さ
い
。

・
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
来
場
時
の
手
指
消
毒
に
協
力
し
て
く
だ

さ
い
。

・
2
月
16
日
㈫
〜
19
日
㈮
は
と
く
に
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
混
雑
緩
和
に
協
力

し
て
く
だ
さ
い
。
参
考
に
昨
年
度
の
混

雑
状
況
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

・
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

３
月
15
日
㈪

・
贈
与
税
　
３
月
15
日
㈪

・
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

　
３
月
31
日
㈬

・
令
和
２
年
分
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税

　
４
月
19
日
㈪

・
令
和
２
年
分
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

　
４
月
23
日
㈮

毎
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
の
１
年
間

の
所
得
と
、そ
れ
に
対
す
る
税
金
を
正
し

く
計
算
し
、申
告
期
限
ま
で
に
申
告
し
て

納
税
す
る
手
続
き
の
こ
と
で
す
。確
定
申

告
に
は
、税
金
を
納
め
る
場
合
と
、戻
し
て

も
ら
う
場
合（
還
付
）が
あ
り
ま
す
。

自
身
で
所
得
と
税
額
を
正
し
く
計
算
し

て
、早
め
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申告は
3月15日㊊
までに

確
定
申
告
と
は

確
定
申
告

個
人
市
民
税・県
民
税
申
告
問合せ先
■刈谷税務署
　☎21-6211
・所得税および復興特
別所得税など確定申
告に関すること

※電話は自動音声案内です。
問合せ内容に応じた番号
を選択してください。

■市税務グループ
　市民税担当
　☎52-1111
　（内線246・247）
・市民税・県民税申告に
関すること

令和２年分所得税確定申告　令和３年度市民税・県民税受付日程表
◉出張会場　日程表◉ ◉高浜市役所会議棟 日程表◉

空いている…◎　普通…◯　混む…△
かなり混む…×

受付時間　午前９時～１１時３０分
　　　　　午後１時～３時３０分
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次
の
方
は
刈
谷
税
務
署
で

申
告
し
て
く
だ
さ
い

確定申告 個人市民税・県民税申告

刈谷駅南口東
刈谷合同庁舎北東

南桜町

至名古屋

至碧南

至安城

至
知
立

Ｐ

Ｐ

Ｐ

合同庁舎
立体駐車場

市営神田駐車場

刈谷税務署
（刈谷合同庁舎内） N

個
人
市
民
税･

県
民
税
の
申
告
を

す
る
必
要
の
あ
る
方

刈
谷
税
務
署

確
定
申
告
会
場
の
ご
案
内

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
で
高
浜
市
に

住
所
が
あ
り
、
令
和
２
年
中
に
所
得
の
あ

っ
た
方
は
、
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報

告
書
の
提
出
の
あ
る
給
与
所
得
の
み
の
方

は
、
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
者
で
も
給
与
所
得
以
外
に
所
得

（
配
当
・
不
動
産
・
雑
・
一
時
・
営
業
・

農
業
な
ど
の
所
得
）
の
あ
る
方
や
年
金
な

ど
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
は
、
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
間
中
は
、
担
当
職
員
が
各
施
設

な
ど
へ
出
向
き
不
在
と
な
る
た
め
、
市
役

所
１
階
の
税
務
グ
ル
ー
プ
窓
口
で
は
申
告

受
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
了
承
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　２
月
16
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈪

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

※
２
月
21
日
㈰
お
よ
び
２
月
28
日
㈰
は
開

設
し
ま
す

※
本
年
の
確
定
申
告
で
は
、
公
的
年
金
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
を
お
も
な
対
象
と

し
て
、
２
月
16
日
㈫
よ
り
も
前
の
平
日

に
お
い
て
申
告
相
談
を
受
付
し
て
い
ま

す
。

※
１
月
4
日
㈪
〜
３
月
31
日
㈬
は
相
談
予

約
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
相
談
可
能
人
員
に
達
し
た
時
点
で
受

付
を
終
了
し
ま
す
）

と
こ
ろ
　刈
谷
税
務
署

（
刈
谷
市
若
松
町
1
丁
目
46
番
地
１
　

市営神田駐車場
利用期間　２月16日（火）～３月15日（月）
　　　　　(土・日曜日、祝日を除く。)
※２月21日（日）・28日（日）は利用できます。
※駐車券を確定申告会場へ持参してください。
※なお、臨時駐車場は他の利用者の状況により、利用できない場合があります。
※駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関を利用してください

刈
谷
合
同
庁
舎
内
）

・
申
告
会
場
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し

た
申
告
書
の
作
成
指
導
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

・
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
は
が
き

（
ま
た
は
封
書
）
お
よ
び
昨
年
の
申
告

の
控
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

刈
谷
税
務
署
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
次
の
対
応
策

を
講
じ
て
い
ま
す
。

・
入
場
の
際
に
、
検
温
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
37.5
度
以
上
の
発
熱
が
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
入
場
を
お
断
り
し
ま
す
。

な
お
、
発
熱
な
ど
の
症
状
の
あ
る
方
や

体
調
の
優
れ
な
い
方
は
、
来
場
を
控
え

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
来
場
の
際
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い

た
だ
き
、
入
口
で
手
指
ア
ル
コ
ー
ル
消

毒
液
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
で
き
る
か
ぎ
り
少
人
数
で
来
場
し
て
く

だ
さ
い
。

①
営
業
等
・
農
業
･
不
動
産
・
譲
渡
所
得

（
土
地
、
建
物
お
よ
び
株
式
等
を
売
却

さ
れ
た
方
）
な
ど
の
確
定
申
告
書
Ｂ
様

式
の
方

②
仮
想
通
貨
の
売
却
・
使
用
に
よ
る
所
得

の
あ
る
方

③
過
年
度
分
申
告
の
あ
る
方

④
令
和
２
年
中
に
入
居
し
今
回
初
め
て
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
申
告
す
る
方

⑤
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
を
申
告
す
る
方

⑥
贈
与
税
を
申
告
す
る
方

⑦
山
林
所
得
を
申
告
す
る
方

刈谷税務署の地図および臨時駐車場案内図

臨時
駐車場
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平
成
31
年
4
月
１
日
以
後
の
確
定
申

告
書
提
出
時
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
の

添
付
が
不
要
と
な
り
ま
し
た

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
を

さ
れ
る
方
へ

パ
ソ
コ
ン・ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の

ｅ–Ｔａｘ
の
利
用
手
続

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

確定申告 個人市民税・県民税申告

刈
谷
税
務
署
で
は
申
告
会
場
の
混
雑
緩

和
の
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入
場

整
理
券
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

入
場
整
理
券
は
、
当
日
、
税
務
署
に
て

配
付
し
ま
す
が
、
入
場
整
理
券
の
配
付
状

況
に
応
じ
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
了
承
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
入
場
整
理
券
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
入
手
で
き
る
仕
組
み
も
導
入
す
る
予
定

で
す
。

詳
し
く
は
、
今
後
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
ご
案
内
し
ま
す
。

申
告
会
場
へ
来
場
し
な
く
て
も
、
自
身

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

か
ら
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ

ス
し
、
確
定
申
告
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
か
ら
、

「
ｅ
–
T
a
x
（
電
子
申
告
）
で
提
出
」

ま
た
は
「
印
刷
し
て
提
出
」
を
選
択
し
て

い
た
だ
き
確
定
申
告
な
ど
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
期
間
中
は
、
税
務
署
の
提
出

窓
口
も
混
雑
す
る
の
で
、
作
成
さ
れ
た
申

告
書
な
ど
を
提
出
す
る
場
合
は
、
郵
送
に

よ
る
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
申
告
書
な
ど
の
控
に
税
務
署
の

受
付
印
が
必
要
な
方
は
、
切
手
付
き
の
返

信
用
封
筒
を
申
告
書
お
よ
び
申
告
書
控
と

同
封
し
て
い
た
だ
く
と
、
後
日
受
付
印
を

押
印
し
た
申
告
書
控
を
返
信
し
ま
す
。

よ
り
安
心
・
安
全
な
自
宅
か
ら
の

「
e
–
T
a
x
」
も
し
く
は
郵
送
に
よ
る

提
出
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

○
確
定
申
告
書
の
提
出
の
際
、
「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
12
桁
）
」
の
記
載
と
「
本
人

確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
」

が
必
要
で
す
。

【
本
人
確
認
書
類
の
例
】

例
１
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

例
２
　
通
知
カ
ー
ド
＋
運
転
免
許
証
、
公

的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど

※
平
成
30
年
１
月
以
降
、
一
部
の
手
続
で

番
号
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の

添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ま
た
は
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
確
定
申
告
を
行
う
た
め

に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
ま
だ
お
持
ち

で
な
い
方
、
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
読
み
取
る
デ
バ
イ
ス
を
お
持
ち
で
な

い
方
に
は
、
電
子
申
告
（
ｅ
–
Ｔ
ａ
ｘ
）

を
行
う
た
め
の
「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
」

を
発
行
し
て
い
ま
す
。

発
行
の
た
め
に
は
、
申
告
す
る
本
人
が

顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
、

近
く
の
税
務
署
に
来
署
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
税
務
署
の
申
告
会
場
で
申
告
書

の
提
出
を
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
、

「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の
届
出
完
了

通
知
　
Ｉ
Ｄ
・
Ｐ
Ｗ
」
と
い
う
書
類
が
申

告
書
の
控
と
と
も
に
渡
し
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
作
成
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
提
出
方
法
を
選
択

し
、
利
用
で
き
ま
す
。

※
印
刷
し
て
郵
送
な
ど
で
税
務
署
へ
提
出

も
可
能
で
す
。

「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
　

 

「
動
画
で
見
る
確
定
申
告
」

 

電
子
申
告
（
ｅ
–
Ｔ
ａ
ｘ
）
作
成
コ
ー
ナ

ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　
☎
0
5
7
0
–
0
1
–
5
9
0
1

　
（
全
国
一
律
内
通
話
料
金
）

【
受
付
時
間
】
月
曜
日
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
受
付
時
間
は
、
時
期
に
よ
り
延
長
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
最
新
の
情
報
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

添
付
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
が
、
税
務

署
や
市
役
所
会
場
な
ど
で
確
定
申
告
書
を

作
成
す
る
場
合
は
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
が

必
要
で
す
。
申
告
会
場
に
忘
れ
ず
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
添
付
が
不
要
と
な
る
お
も
な
書
類

・
給
与
所
得
、
退
職
所
得
お
よ
び
公
的
年

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

・
オ
ー
プ
ン
系
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配

の
支
払
通
知
書

・
配
当
な
ど
と
み
な
す
金
額
に
関
す
る
支

払
通
知
書

・
上
場
株
式
配
当
な
ど
の
支
払
通
知
書

・
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
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住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
ら
れ
る
方

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
に
対
応
し
た
税
理
士

に
よ
る
無
料
税
務
相
談
所
の
ご
案
内

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

青
色
申
告
特
別
控
除
に
つ
い
て

寄
附
金
控
除

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
所

確定申告 個人市民税・県民税申告

医
療
費
の
領
収
書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
、

明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す

平
成
29
年
度
の
税
制
改
正
に
と
も
な
い
、

医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
必

要
な
提
出
書
類
の
簡
略
化
が
図
ら
れ
て
い

ま
す
。

経
過
措
置
に
よ
り
令
和
元
年
分
ま
で
は
、

医
療
費
の
領
収
書
を
確
定
申
告
書
に
添
付

ま
た
は
提
示
に
よ
り
控
除
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
が
、
令
和
２
年
分
以
後
、

医
療
費
の
領
収
書
に
も
と
づ
い
て
必
要
事

項
を
記
載
し
た
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

を
添
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
医
療
費
の
領
収
書
は
、
自
宅
で

５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
税
務
署
が
必
要
に
応
じ
医
療
費
の
領
収

書
の
提
示
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

ま
た
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
か
ら
交
付

を
受
け
た
医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、

明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

医
療
費
通
知
と
は
、
健
康
保
険
組
合
な

ど
が
発
行
す
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

な
ど
で
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム

の
新
築
・
購
入
を
し
て
、
令
和
２
年
中
に

入
居
し
た
場
合
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す

と
き
は
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
う
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

控
除
を
う
け
る
た
め
の
要
件
な
ど
、
不

明
な
点
は
税
務
署
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
分
か
ら
65
万
円
の
青
色
申
告

特
別
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

e
–
T
a
x
で
確
定
申
告
書
お
よ
び
青
色

申
告
決
算
書
を
電
子
申
告
（
ｅ
–
Ｔ
ａ
ｘ
）

に
て
送
信
な
ど
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

10
万
円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
の
改
正

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ま
で
と
同
様

と
な
り
ま
す
。

◎
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て

確
定
申
告
が
不
要
な
給
与
所
得
者
な
ど

の
場
合
、
平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
、
ふ

る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
を

利
用
し
た
寄
附
先
が
５
自
治
体
以
内
で
あ

れ
ば
確
定
申
告
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
確
定
申
告
に
代
わ
る
申
告
特
例

申
請
書
を
寄
附
し
た
自
治
体
へ
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

何
も
せ
ず
に
確
定
申
告
が
不
要
に
な
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
一
自

治
体
へ
複
数
回
寄
附
し
た
場
合
は
、
そ
の

都
度
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

状
況
次
第
で
は
確
定
申
告
の
方
が
簡
単

な
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
ち
ら
に
す

る
か
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
400
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
か
か

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な

く
な
り
ま
し
た
が
、
住
民
税
の
申
告
は
従

来
ど
お
り
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合

で
あ
っ
て
も
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確

定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ｅ
–
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。
利
用
者
識
別
番
号
、
暗
証
番

号
が
わ
か
る
場
合
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

開
設
期
間
お
よ
び
時
間

　
2
月
16
日
㈫
〜
22
日
㈪
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）

　
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

※
受
付
は
午
後
３
時
30
分
ま
で

※
正
午
〜
午
後
１
時
は
休
憩
時
間
で
す
。

場
所
　高
浜
市
役
所 

会
議
棟

対
象
と
な
る
方

①
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
の
方

②
令
和
元
年
分
の
所
得
金
額
（
青
色
申
告

特
別
控
除
前
ま
た
は
事
業
専
従
者
控
除

前
）
が
300
万
円
以
下
の
事
業
所
得
者
、

不
動
産
所
得
者
、
雑
所
得
者
（
年
金
受

給
者
を
除
く
。
）

③
消
費
税
課
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

基
準
期
間
（
平
成
30
年
分
）
の
課
税
売

上
高
が
3
，0
0
0
万
円
以
下
で
、
か

つ
②
に
該
当
す
る
方
。

※
申
告
内
容
に
よ
っ
て
は
、
税
務
署
の
確

定
申
告
会
場
を
利
用
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

刈
谷
税
務
署
で
、
消
費
税
軽
減
税
率
制

度
に
対
応
し
た
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」

が
必
要
で
す
。

入
場
整
理
券
は
、
当
日
、
税
務
署
で
配

付
し
ま
す
が
、
入
場
整
理
券
の
配
付
状
況

に
応
じ
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
了
承
し
て
く
だ
さ

い
。

利
用
期
間

３
月
16
日
㈫
〜
31
日
㈬
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。
）
　
　

開
設
時
間

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
正
午
〜
午
後
１
時
は
、
休
憩
時
間
で
す
。
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要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の

障
害
者
控
除

お
む
つ
使
用
に
係
る
費
用
の

医
療
費
控
除

事
業
を
営
ま
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

東
海
税
理
士
会
に
よ
る

確
定
申
告
相
談
会

確定申告 個人市民税・県民税申告

確
定
申
告
を
す
る
本
人
ま
た
は
扶
養
家

族
が
「
障
害
者
（
特
別
障
害
者
）
」
に
該

当
す
る
場
合
、
「
障
害
者
控
除
」
と
し
て

一
定
金
額
を
所
得
か
ら
差
引
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

控
除
の
た
め
の
証
明
書
と
し
て
「
身
体

障
害
者
手
帳
」
「
療
育
手
帳
」
な
ど
が
必

要
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
持
っ
て
い
な
い
方

も
、
令
和
２
年
12
月
31
日
現
在
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
『
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
』
に
よ
り
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
い
き
い
き
広

場
内
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ
で
書
類
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
認
定
を

受
け
て
い
る
方
の
状
態
に
よ
り
証
明
書
を

発
行
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
–
９
８
７
１

確
定
申
告
で
、
お
む
つ
代
が
医
療
費
控

除
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

毎
年
申
告
の
際
に
、
寝
た
き
り
状
態
で
あ

る
こ
と
、
お
よ
び
治
療
上
お
む
つ
の
使
用

が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
医
師
が

発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必

要
で
す
。

た
だ
し
、
お
む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
で
あ
り
、

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
に
つ
い
て

は
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
が
な
く
て
も
『
市
が
介
護
保
険
法

に
基
づ
く
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意

見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
書
類
』
に
よ
り
、

寝
た
き
り
状
態
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
尿
失

禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
れ
ば
、
お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の

対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
、
介
護
障
が
い
グ
ル
ー

プ
で
書
類
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
「
介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
」

か
ら
該
当
項
目
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、

今
ま
で
ど
お
り
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

　
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
–
９
８
７
１

償
却
資
産
と
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の

事
業
用
資
産
の
う
ち
、
そ
の
減
価
償
却
費

が
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の
規
定
に

よ
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金
や
必
要
経
費

に
算
入
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
も
の
を
い
い

ま
す
。

①
構
築
物（
建
物
附
属
設
備
を
含
む
）

門
、塀
、上
屋
、構
内
舗
装
、広
告
施
設
な
ど

②
機
械
お
よ
び
装
置
　
旋
盤
、ボ
ー
ル
盤
、

フ
ラ
イ
ス
盤
な
ど

③
船
舶
　
ボ
ー
ト
、漁
船
な
ど

④
航
空
機
　
セ
ス
ナ
、ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
な
ど

⑤
車
両
お
よ
び
運
搬
具
　
手
押
し
車
、動

力
運
搬
車
な
ど（
自
動
車
税
や
軽
自
動

車
税
の
課
税
対
象
の
自
動
車
な
ど
は
除

く
）

⑥
工
具・器
具
お
よ
び
備
品
　
工
具
類
、計

算
機
、レ
ジ
ス
タ
ー
、机
、い
す
な
ど

＊
　
　
＊
　
　
＊

こ
れ
ら
の
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、

令
和
3
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
所
有
状

況
を
2
月
1
日
㈪
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
令
和
3
年
度
償
却
資
産
申
告
書

を
、
以
前
か
ら
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
に

は
送
付
し
ま
し
た
が
、
昨
年
中
に
新
し
く

事
業
を
始
め
た
方
や
申
告
書
が
届
か
な
か

っ
た
方
は
、
市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ
へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
エ
ル
タ

ッ
ク
ス
）
を
利
用
し
て
電
子
申
告
が
で

き
ま
す
。

提
出
・
問
合
せ
先

　
市
税
務
グ
ル
ー
プ
（
内
線
244
・
245
）

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.eltax.lta.go.jP

サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

☎
０
５
７
０
–
０
８
–
１
４
５
９

確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の
を
含
む
）
を
持
参
の

う
え
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。
完
全
予
約
制

と
な
り
ま
す
。

と
き
　２
月
13
日
㈯

　
午
前
10
時
〜
午
後
4
時
30
分

と
こ
ろ
　刈
谷
市
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
604

号
室
　

費
用
　無
料

対
象
者
　税
理
士
ま
た
は
税
理
士
法
人
が

関
与
し
て
い
な
い
納
税
者

※
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
受
け
る
方
、
令
和
元
年
分

の
所
得
金
額
が
300
万
円
を
超
え
る
事
業

者
、
贈
与
税
申
告
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

詳
し
く
は
「
東
海
税
理
士
会
刈
谷
支
部
」

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
東
海
税
理
士
会
刈
谷
支
部

　
☎
7
7
–
3
6
3
6
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税

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に

係
る
中
小
事
業
者
等
の
事
業
用
家
屋
及
び

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
連
絡
し
て

く
だ
さ
い

愛
知
建
連
技
能
専
門
校

訓
練
生
募
集 募
　集

申込先　金融機関もしくは以下の窓口へ　
・市県民税…市税務グループ
・国民健康保険税…市市民窓口グループ
持ち物　
　通帳、通帳に使用している印鑑
※口座振替開始は、申込みから２か月後になります。
問合せ先
・市県民税…市税務グループ（内線246・247）
※口座振替は（内線２４１・２４３・２５９）へ
・国民健康保険税…市市民窓口グループ
　　　　　　　　　（内線２１９・２６１）

市県民税第４期
国民健康保険税第７期
納期限は２月１日(月)です
～かならず納期限内に納めましょう～

納税には口座振替が便利です
　納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコン
ビニなどへ出かけて支払う必要がありません。
口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

口座振替申込

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　集

高浜市役所 ☎ 52－111 1
■℻ 52－111 0 □市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

令
和
2
年
2
月
か
ら
10
月
ま
で
の
任
意

の
連
続
す
る
3
か
月
の
期
間
の
事
業
収
入

が
、
前
年
の
同
期
間
と
比
較
し
て
30
％
以

上
減
少
し
て
い
る
中
小
事
業
者
な
ど
に
つ

い
て
は
令
和
3
年
度
の
事
業
用
家
屋
お
よ

び
償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
お
よ

び
都
市
計
画
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

軽
減
を
う
け
る
た
め
に
は
認
定
経
営
革

新
等
支
援
機
関
な
ど
（
税
理
士
・
公
認
会

計
士
・
商
工
会
な
ど
）
に
て
確
認
い
た
だ

ファイルファイルファイル

Information Fi le

情 報
い
た
う
え
で
、
市
へ
の
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
申
告
期
間
に
間
に
合
う
よ
う

準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
く
は
中
小

企
業
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
期
間

1
月
4
日
㈪
〜
2
月
1
日
㈪

提
出
・
問
合
せ
先

・
市
税
務
グ
ル
ー
プ
（
内
線
244
・
245
）

・
中
小
企
業
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.chusho.m

eti.go.j
p/zaim

u/zeisei/2020/200501
zeisei.htm

l

昨
年
中
に
取
り
壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て

は
、
令
和
3
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し

た
場
合
は
、
面
積
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず

税
務
グ
ル
ー
プ
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

（
電
話
連
絡
も
可
）

た
だ
し
、
滅
失
登
記
済
み
の
場
合
や
家

屋
調
査
の
際
に
申
し
出
を
し
た
場
合
は
不

要
で
す
。

「
家
屋
滅
失
届
」
は
市
役
所
１
階
税
務

グ
ル
ー
プ
窓
口
も
し
く
は
、
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

　
市
税
務
グ
ル
ー
プ
（
内
線
244
・
245
）

本
校
は
、
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き
る

若
年
技
能
者
の
育
成
と
し
て
在
職
者
訓
練

を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
　30
歳
以
下
の
方
（
学
歴
不
問
）

※
事
業
所
に
職
業
訓
練
指
導
員
が
在
籍
し
、

訓
練
科
に
該
当
す
る
職
種
に
従
事
し
て

い
る
こ
と

※
事
業
主
は
会
員
に
な
る
必
要
あ
り

訓
練
職
種
・
期
間

・
木
造
建
築
科
　
　
　
　
　
３
年

・
造
園
科
　
　
　
　
　
　
　
３
年

・
建
築
板
金
科
　
　
　
　
　
２
年

・
左
官
・
タ
イ
ル
施
工
科
　
２
年

※
入
校
式
は
４
月
、
訓
練
は
５
月
〜
３
月

の
土
曜
日
（
月
３
〜
４
回
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

訓
練
経
費

・
事
業
主
負
担
金
　
月
額
７
，０
０
０
円

・
事
業
主
会
費
　
年
額
１
万
円

・
入
校
金
　
１
人
２
万
円
（
※
）

・
教
材
費
　
１
万
２
，０
０
０
円
（
※
）

※
入
校
時
の
み
必
要

申
込
方
法
　３
月
31
日
㈬
ま
で
に
事
務
所

経
由
で
願
書
を
提
出

問
合
せ
先
　
愛
知
建
連
技
能
専
門
校

　
（
碧
南
市
も
の
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
４
１
–
４
５
２
３
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放
送
大
学
令
和
３
年
４
月
入
学
生

募
集
の
お
知
ら
せ

太
極
拳
体
験
教
室

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
受
付

司
法
書
士
会
に
よ
る
無
料
登
記
相
談
会

土
地・建
物

空
家
対
策
に
関
す
る
新
た
な

制
度
が
始
ま
り
ま
し
た

相
　談

し
尿
収
集
作
業
日
程
の
お
知
ら
せ

し
　尿

日 曜日 区　　域 日 曜日 区　　域
２日 火 青木町 １６日 火 呉竹町　屋敷町
３日 水 青木町　春日町 １７日 水 屋敷町　向山町
４日 木 湯山町　神明町　沢渡町 １８日 木 向山町　
５日 金 １９日 金 小池町
９日 火 二池町　長ホース ２２日 月 小池町
１０日 水 芳川町　碧海町 ２３日 火 新田町　八幡町
１１日 木 田戸町 ２５日 木 論地町　清水町
１２日 金 本郷町　呉竹町

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　
集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

太
極
拳
は
、
緩
や
か
で
流
れ
る
よ
う
に
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
き
で
正
し
い
姿
勢
を

つ
く
り
、
健
康
・
長
寿
に
い
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
状
況
に
よ
り
、
中
止
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

と
き
　
４
月
17
日
㈯
〜
９
月
18
日
㈯

　
毎
月
第
３
土
曜
日
　
全
６
回

　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

と
こ
ろ
　
高
浜
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
　
２
階

募
集
　
先
着
15
人
（
市
内
在
住
）

費
用
　
無
料

持
ち
物
　
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
運
動
が
で

き
る
服
装

申
込
み
方
法
　
２
月
６
日
㈯
午
前
10
時
〜

電
話
に
て
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を

連
絡

問
合
せ
・
申
込
み
先

　
高
浜
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

　
（
高
浜
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
）

　
☎
■℻
８
７
–
９
１
１
２

　
E
メ
ー
ル
　ham

apla@
katch.ne.jp

　
（
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

放
送
大
学
で
は
、
10
代
か
ら
90
代
の
幅

広
い
世
代
の
学
生
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的

で
学
ん
で
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
に
よ
る
授
業
だ
け
で
な
く
、
学

生
は
授
業
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
好
き
な

と
き
に
受
講
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

自
然
科
学
な
ど
、
約
300
の
幅
広
い
授
業
科

目
が
あ
り
、
1
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

資
料
を
無
料
で
差
し
あ
げ
て
い
ま
す
。

気
軽
に
放
送
大
学
愛
知
学
習
セ
ン
タ
ー
ま

で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
出
願
期
間
は
、
第
1
回
は
2
月
28
日
㈰

ま
で
、
第
2
回
は
3
月
16
日
㈫
ま
で

資
料
請
求
・
問
合
せ
先

　
☎
０
５
２
–
８
３
１
–
１
７
７
１

新
た
な
空
家
の
把
握
や
地
域
に
悪
影
響

を
お
よ
ぼ
す
空
家
対
策
と
し
て
、
「
高
浜

市
空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
条
例
」

を
制
定
し
、
1
月
1
日
よ
り
施
行
し
た
こ

と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先

市
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
（
内
線
270
）

平
成
４
年
に
指
定
さ
れ
た
生
産
緑
地
に

対
し
、
特
定
生
産
緑
地
へ
の
指
定
を
受
付

け
て
い
ま
す
。
所
有
者
の
方
へ
は
、
市
よ

り
資
料
を
送
付
（
※
）
し
た
の
で
、
指
定

を
希
望
す
る
場
合
は
、
期
間
内
に
か
な
ら

ず
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
送
付
し
た
資
料
お
よ
び
、

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

※
平
成
30
年
実
施
の
「
指
定
意
向
調
査
」

に
て
回
答
さ
れ
た
連
絡
先
へ
送
付
済

手
続
き
期
間
　
３
月
31
日
㈬
ま
で

手
続
き
・
問
合
せ
先

　
市
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
（
内
線
280
）

土
地
・
建
物
の
相
続
、
遺
言
、
贈
与
、

売
買
な
ど
の
権
利
に
関
す
る
登
記
、
お
よ

び
会
社
、
法
人
登
記
に
つ
い
て
の
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。
（
税
金
の
相
談
を
除
く
）

と
き
　
２
月
６
日
㈯
　
午
前
９
時
〜
11
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
多
目
的
会
議
室

申
込
方
法
　
２
月
４
日
㈭
　
午
後
４
時
ま

で
に
か
な
ら
ず
電
話
で
申
込
み
。

※
予
約
の
な
い
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

予
約
先
・
問
合
せ
先

　
愛
知
県
司
法
書
士
会
西
三
河
支
部
所
属

　
予
約
担
当
司
法
書
士
　
海
藤
　
洋
文

　
☎
５
２
–
０
１
５
０

※
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

作
業
は
、
天
候
な
ど
の
理
由
で
２
〜
３

日
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

連
絡
先
（
収
集
業
者
）

　
高
浜
衛
生
㈱
　
☎
5
3
–
0
5
1
6

２月 し尿収集作業日程表
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ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室

１
月
10
日
は
110
番
の
日

民
生・児
童
委
員
の一部
改
選
が

あ
り
ま
し
た

日
本
政
策
金
融
公
庫「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

サ
ン・ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦 

臨
時
休
館

の
お
知
ら
せ

家
計
が
急
変
し
た・公
的
年
金
な
ど
を

受
給
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

そ
の
他

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　
集

高浜市役所 ☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0 □市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の
申

請
は
お
済
み
で
す
か
？

１
世
帯
あ
た
り
５
万
円
が
受
け
取
れ
ま

す
。
（
第
２
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円

を
加
算
）

給
付
対
象
と
な
る
方

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
し

て
い
る
お
子
さ
ん
を
監
護
な
ど
し
て
い
る

方
で
あ
っ
て
次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
。

②
平
成
31
年
（
令
和
元
年
）
の
収
入
が
児

童
扶
養
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額
を
上

回
っ
て
い
た
た
め
、
令
和
２
年
６
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
は
受
給
し
て
い
な
い

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

※
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
さ
れ
た
方
ま
た
は
①
に
該
当
し
て

い
る
方
で
収
入
が
減
少
し
た
方
は
、
さ

ら
に
1
世
帯
当
た
り
５
万
円
の
「
追
加

給
付
」
が
受
け
取
れ
ま
す
。

申
請
受
付
期
限
　
２
月
26
日
㈮
ま
で

※
詳
し
く
は
、
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

・
厚
生
労
働
省
「
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
」
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
1
2
0
–
4
0
0
–
9
0
3
（
受

付
時
間
　
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
）

・
い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
–
9
8
7
1

令
和
２
年
11
月
を
も
っ
て
、
論
地
町
一

丁
目
担
当
の
鍋
田
裕
久
委
員
が
退
任
さ
れ
、

12
月
よ
り
、
後
任
と
し
て
山
根
要
範
委
員

が
就
任
し
ま
し
た
。

問
合
せ
先
　
い
き
い
き
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
–
９
８
７
１

講
話
「
ひ
き
こ
も
り
経
験
者
が
語
る
〝
家

族
の
対
応
〞
」

と
き
　
２
月
２
日
㈫

　
午
後
２
時
〜
４
時

対
象

　
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
方
の
家
族

講
師
　
一
般
社
団
法
人
　
若
者
支
援
事
業

団
　
菅
沼
和
司
氏
・
菅
沼
功
氏

定
員
　
10
人

と
こ
ろ
　
衣
浦
東
部
保
健
所

申
込
・
問
合
せ
先
　

　
衣
浦
東
部
保
健
所
　
健
康
支
援
課

　
☎
0
5
6
6
–
2
1
–
9
3
3
7

※
前
日
ま
で
に
電
話
で
申
込
み
。

高
校
、
大
学
な
ど
へ
の
入
学
時
・
在
学

中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
と
し
た
公
的
な

融
資
制
度
で
す
。
子
ど
も
１
人
に
つ
き
350

万
円
以
内
を
、
固
定
金
利
〔
年
1.68
％
（
令

和
２
年
11
月
２
日
現
在
）
〕
で
利
用
で
き
、

在
学
期
間
内
は
利
息
の
み
の
返
済
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
で

検
索
、
ま
た
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
5
7
0
–
0
0
8
6
5
6
（
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
0
3
–
5
3
2
1
–
8
6
5
6

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦
で
は
施
設
を
気

持
ち
よ
く
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
プ
ー

ル
･
浴
場
の
清
掃
、
機
械
の
整
備
点
検
を

行
い
ま
す
。
こ
の
た
め
２
月
15
日
㈪
〜
22

日
㈪
、
臨
時
休
館
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦

  

☎
４
１
–
２
６
５
５

事
件
・
事
故
な
ど
の
緊
急
電
話
は
110
番
、

警
察
安
全
相
談
な
ど
の
警
察
相
談
ダ
イ
ヤ

ル
は
#
９
１
１
０
で
す
。

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
迷
わ
ず
110
番
し

て
く
だ
さ
い
、
素
早
い
通
報
が
事
件
を
解

決
し
ま
す
。

・
空
き
巣
被
害
に
あ
っ
た
、
目
撃
し
た
。

・
交
通
事
故
に
あ
っ
た
。

・
見
知
ら
ぬ
人
が
家
の
中
を
の
ぞ
い
て
る
。

◆
携
帯
電
話
か
ら
の
110
番
通
報
時
の
お
願
い

・
交
差
点
名
、
建
物
な
ど
目
標
物
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

・
運
転
中
の
携
帯
電
話
の
利
用
は
、
交
通

違
反
と
な
る
だ
け
で
な
く
危
険
で
す
の

で
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
碧
南
警
察
署
　

　

☎
４
６
–
０
１
１
０
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情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

社
会
福
祉
協
議
会
へ

永
柳
和
枝
、マ
リ
オ
ン
高
浜
店

市
へ亀

ら
く
会

善
意
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

亀らく会様車いす２台の寄附

岡崎事務所

刈谷事務所

☎0564-54-3777
JR岡崎駅東口よりすぐ
岡崎市羽根町字北ノ郷45

☎0566-91-0210
刈谷駅南口よりすぐ
刈谷市若松町２丁目２番

弁護士法人　白濱法律事務所
（愛知県弁護士会所属）

代表弁護士　白濱重人

●相続、遺留分、離婚　●不動産、建築トラブル
●交通事故、労災事故　●破産、債務整理
●企業法務

相談料無料（初回30分）

広 告

愛知県特定最低賃金（４業種）改定

問合せ先　刈谷労働基準監督署　☎２１-４８８５

特定最低賃金名 最低賃金額（１時間）
鉄鋼業 ９７６円

はん用機械器具製造業 ９４８円
輸送用機械器具製造業 ９５７円
自動車（新車）小売業 ９４３円

　愛知県では、令和2年１２月１６日から４業種の
特定最低賃金額が改定されました。

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
購
入
費
用
の

一部
を
助
成
し
ま
す

受
給
者
の
方
へ
児
童
扶
養
手
当
を

振
込
み
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
と
住
民
生
活
の
利
便
性
向
上
な
ど
を
目

的
に
、
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の
購
入
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
の
対
象

令
和
3
年
1
月
20
日
㈬
〜
3
月
20
日
㈯

ま
で
に
指
定
さ
れ
た
店
舗
な
ど
で
購
入

し
た
宅
配
ボ
ッ
ク
ス

※
期
間
外
に
購
入
し
た
も
の
は
対
象
外

助
成
金
額

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の
購
入
費
用
の
2
分
の

１
（
1
，0
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

※
上
限
1
万
円

※
詳
し
く
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
市
総
合
政
策
グ
ル
ー
プ
（
内
線
352
）

児
童
扶
養
手
当
を
１
月
８
日
㈮
に
指
定

さ
れ
た
口
座
に
振
込
み
ま
す
。
記
帳
な
ど

で
確
認
し
、
振
込
み
が
な
い
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
介
護
障
が
い
グ
ル
ー

プ
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

い
き
い
き
介
護
障
が
い
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
–
９
８
７
１

Dia e mês Nome da Clínica Bairro ☎
3/1 Inagaki Shika Iin Hieda 52-5611

10 Okabe Shika Ganka Clinic【Dentista】 Mukaiyama 52-7775

17 Suzuki Shika Iin Aoki 53-0761
24 Sugiura Shika Iin Kuretake 52-5000
31 Green Shika Yashiki 53-1515
7/2 Shizuma Shika Clinic Sawatari 91-8838
14 Izuka Family Shika Shinmei 95-0303
21 Kamiya Dental Clinic Hongo 95-6666
28 Mori Shika Iin Aoki 52-0888

Dia e mês Nome da Clínica Bairro ☎
※1/1 Isogai Iin Aoki 53-0013
※2 Tsubasa Clinic Shinmei 54-5283
※3 Nakazawa Naika Clinic Sawatari 54-0606

10 Takahama Seikei Riumachi Clinic Sawatari 52-5221

11 Yoshihama Clinic Kuretake 52-5110
17 Iwai Naika Clinic Futatsuike 54-1019
24 Tsuji Kodomo Clinic Shinmei 52-9990
31 Takahama Ai Ladies Clinic Yuyama 54-5161
7/2 Tsubasa Clinic Shinmei 54-5283

11 Kinuura Seikeigeka hinyoukika Shinmei 54-5255

14 Nakazawa Naika clinic Sawatari 54-0606
21 Hisada Ganka Sawatari 52-8146
23 Taisei Iin Aoki 52-1001
28 Isogai Iin Aoki 53-0013

PREFEITURA DE TAKAHAMA INFORMAPREFEITURA DE TAKAHAMA INFORMA
高 浜 市 役 所 の お 知 ら せ ※A Home Page oficial da cidade de Takahama pode ser traduzido em 4 idiomas, Inglês, 

Chinês, Coreano e Português.

☆Associação médica do Município de Takahama。
Atendimento médico, plantão aos domingos e 
feriados. Horário: 9:00～12:00 e de 13:30～17:00

※Do dia 1/jan ～ 3/jan/2021 o atendimento será das 
9:00～12:00.

☆Associação Odontológica do Município de 
Takahama.　Atendimento odontológico, plantão 
aos domingos.    Horário: 9:00～12:00

Em caso de emergência, após o horário de
 expediente do consultório, contato: Centro de
 Informação médica  de emergência (Kyukyu Iryou
 Jyouhou Center). 
 (☎ 36-1133・http://www.qq.pref.aichi.jp/).

Sujeito a alterações, verifique antes de consultar.

Plantão dos consultórios médicos e odontológicos nos feriados - 
meses de janeiro e fevereiro. 
1月・2月の休日等在宅当番医

MESMO COM O RISCO EMINENTE DO COVID, VAMOS 
PROCURAR UMA INSTITUIÇÃO MÉDICA ADEQUADA
コロナ禍においても、医療機関を適切に受診しましょう

EVITAR CONSULTAS MÉDICAS RADICALMENTE PODE AUMENTAR OS RISCOS À SAÚDE 
　Devido às preocupações com a infecção pelo NOVO CORONA VÍRUS, há uma tendência 
crescente de se evitar instituições médicas. Abster-se em excesso pode aumentar o risco para a 
saúde.

MESMO COM O RISCO EMINENTE DO COVID, TRATAR DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES, 
VACINAR-SE E REALIZAR EXAMES MÉDICOS, SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA 
O CONTROLE DA SAÚDE.
　Sintomas como febre, tosse e dor abdominal não se limitam ao NOVO CORONA VÍRUS. Existe 
a possibilidade de ser outras doenças, se não buscar ajuda médica pode ser tarde demais. Além 
disso, se ficar sem os remédios que toma regularmente, sua doença poderá agravar-se. Não perca 
a época da vacinação, vacine-se. O exame médico também é uma forma importante para 
detecção e tratamento precoce de doenças. Na reabilitação (fisioterapia) é importante dar 
continuidade conforme as suas possibilidades.

SE VOCÊ NÃO ESTIVER BEM OU TIVER ALGUMA PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE, 
CONSULTE PRIMEIRAMENTE O SEU MÉDICO.
　Ao abster-se de consultar um médico, e seguindo seus próprios critérios, você corre o risco do 
agravamento dos sintomas de outras doenças crônicas, e se torna incapaz de se defender do 
NOVO CORONA VÍRUS.
　Como forma de prevenir-se contra o NOVO CORONA VÍRUS, é muito importante cuidar da 
saúde e das doenças pré-existentes nas consultas com seu médico. Portanto se estiver 
preocupado, consulte primeiro o seu médico.

AS INSTITUIÇÕES MÉDICAS REALIZAM MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES.
　As instituições médicas trabalham no controle de infecções com base nas diretrizes para a 
prevenção de infecções hospitalares.
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Dia e mês Nome da Clínica Bairro ☎
3/1 Inagaki Shika Iin Hieda 52-5611

10 Okabe Shika Ganka Clinic【Dentista】 Mukaiyama 52-7775

17 Suzuki Shika Iin Aoki 53-0761
24 Sugiura Shika Iin Kuretake 52-5000
31 Green Shika Yashiki 53-1515
7/2 Shizuma Shika Clinic Sawatari 91-8838
14 Izuka Family Shika Shinmei 95-0303
21 Kamiya Dental Clinic Hongo 95-6666
28 Mori Shika Iin Aoki 52-0888

Dia e mês Nome da Clínica Bairro ☎
※1/1 Isogai Iin Aoki 53-0013
※2 Tsubasa Clinic Shinmei 54-5283
※3 Nakazawa Naika Clinic Sawatari 54-0606

10 Takahama Seikei Riumachi Clinic Sawatari 52-5221

11 Yoshihama Clinic Kuretake 52-5110
17 Iwai Naika Clinic Futatsuike 54-1019
24 Tsuji Kodomo Clinic Shinmei 52-9990
31 Takahama Ai Ladies Clinic Yuyama 54-5161
7/2 Tsubasa Clinic Shinmei 54-5283

11 Kinuura Seikeigeka hinyoukika Shinmei 54-5255

14 Nakazawa Naika clinic Sawatari 54-0606
21 Hisada Ganka Sawatari 52-8146
23 Taisei Iin Aoki 52-1001
28 Isogai Iin Aoki 53-0013

PREFEITURA DE TAKAHAMA INFORMAPREFEITURA DE TAKAHAMA INFORMA
高 浜 市 役 所 の お 知 ら せ ※A Home Page oficial da cidade de Takahama pode ser traduzido em 4 idiomas, Inglês, 

Chinês, Coreano e Português.

☆Associação médica do Município de Takahama。
Atendimento médico, plantão aos domingos e 
feriados. Horário: 9:00～12:00 e de 13:30～17:00

※Do dia 1/jan ～ 3/jan/2021 o atendimento será das 
9:00～12:00.

☆Associação Odontológica do Município de 
Takahama.　Atendimento odontológico, plantão 
aos domingos.    Horário: 9:00～12:00

Em caso de emergência, após o horário de
 expediente do consultório, contato: Centro de
 Informação médica  de emergência (Kyukyu Iryou
 Jyouhou Center). 
 (☎ 36-1133・http://www.qq.pref.aichi.jp/).

Sujeito a alterações, verifique antes de consultar.

Plantão dos consultórios médicos e odontológicos nos feriados - 
meses de janeiro e fevereiro. 
1月・2月の休日等在宅当番医

MESMO COM O RISCO EMINENTE DO COVID, VAMOS 
PROCURAR UMA INSTITUIÇÃO MÉDICA ADEQUADA
コロナ禍においても、医療機関を適切に受診しましょう

EVITAR CONSULTAS MÉDICAS RADICALMENTE PODE AUMENTAR OS RISCOS À SAÚDE 
　Devido às preocupações com a infecção pelo NOVO CORONA VÍRUS, há uma tendência 
crescente de se evitar instituições médicas. Abster-se em excesso pode aumentar o risco para a 
saúde.

MESMO COM O RISCO EMINENTE DO COVID, TRATAR DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES, 
VACINAR-SE E REALIZAR EXAMES MÉDICOS, SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA 
O CONTROLE DA SAÚDE.
　Sintomas como febre, tosse e dor abdominal não se limitam ao NOVO CORONA VÍRUS. Existe 
a possibilidade de ser outras doenças, se não buscar ajuda médica pode ser tarde demais. Além 
disso, se ficar sem os remédios que toma regularmente, sua doença poderá agravar-se. Não perca 
a época da vacinação, vacine-se. O exame médico também é uma forma importante para 
detecção e tratamento precoce de doenças. Na reabilitação (fisioterapia) é importante dar 
continuidade conforme as suas possibilidades.

SE VOCÊ NÃO ESTIVER BEM OU TIVER ALGUMA PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE, 
CONSULTE PRIMEIRAMENTE O SEU MÉDICO.
　Ao abster-se de consultar um médico, e seguindo seus próprios critérios, você corre o risco do 
agravamento dos sintomas de outras doenças crônicas, e se torna incapaz de se defender do 
NOVO CORONA VÍRUS.
　Como forma de prevenir-se contra o NOVO CORONA VÍRUS, é muito importante cuidar da 
saúde e das doenças pré-existentes nas consultas com seu médico. Portanto se estiver 
preocupado, consulte primeiro o seu médico.

AS INSTITUIÇÕES MÉDICAS REALIZAM MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÕES.
　As instituições médicas trabalham no controle de infecções com base nas diretrizes para a 
prevenção de infecções hospitalares.
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アーカイブ

早期配布にご協力ください。

ポルトガル語は33ページ

LEIA A PÁGINA
EM PORTUGUÊS!
市公式ホームページでは、英語・中国語・
韓国語・ポルトガル語の４か国への変換
機能を利用できます。

高浜を愛し、高浜の良さを学んで高浜でたくましく生きる未来市民の育成
「学校」「家庭」「地域」が一体となって子どもたちを育むため、毎月のめざす生活習慣・学習習慣を皆さんと共有します。

〈めざす年長児〉ともだちやみぢかなひととなかよくします。
〈めざす小６生〉友達や学校を大切に思い、役に立つことを進んで行います。
〈めざす中３生〉家庭や地域を大切に思い、役に立つことを進んで行います。
高浜市が育てていきたい生活習慣・学習習慣育成プロジェクト
いきいき 教育センターグループ　☎52-1111（内線311）

自分のまちを
大切にする子

問合せ先　 いきいき 文化スポーツグループ　☎52-1111（内線330）

凄いぞ！卯年同年者のきずな
～神明社の大鳥居建立～

▲神明社の大鳥居

市では、こ
れまで高浜

が歩んでき
た歴史や

人々の記憶
を知り、市

の有形・無
形の資料を

整理して後
世へ伝える

とともに、今
を生きる

私たち、そし
て将来のま

ちづくりに
いかしてい

くことを目
的として、市

民の皆さん
の協力を

得ながら、新
たな「高浜

市誌」の編
さんを進め

ています。
編さん作業

の中で掘り
起こされた

写真や資

料などを中
心に、まち

のこれまで
のあゆみや

魅力・自慢
などを紹介

します。「こ
んなことを

知っている
！」「他にも

こんなこと

があったよ！
」といった情

報があり

ましたら、お
寄せくださ

い。

1月

　
昭
和
16
年
（
1
9
4
1
）
6
月
、
明
治

36
年
（
1
9
0
3
）
卯
年
生
ま
れ
の
吉
浜

下
の
同
年
者
14
人
が
、
42
歳
の
厄
年
記
念

と
し
て
神
明
社
に
大
鳥
居
を
奉
納
し
ま
し

た
。

　
同
年
者
の
方
々
は
寄
付
金
を
募
る
だ
け

で
は
な
く
、
建
立
工
事
に
も
関
わ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
石
材
に
使
わ
れ
た
御

影
石
は
中
津
川
か
ら
国
鉄
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
）

で
刈
谷
駅
ま
で
貨
車
で
運
び
、
名
鉄
三
河

線
で
深
夜
神
明
社
北
辺
り
に
降
ろ
し
、
関

係
者
総
出
で
急
斜
面
を
引
き
ず
り
上
げ
た

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
石
材
を
組
み
建
て

る
と
き
に
使
う
太
い
柱
は
、
碧
南
の
企
業

か
ら
借
り
、
同
年
者
の
一
人
が
所
有
す
る

馬
車
で
運
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
ほ
か
に

も
、
粗
削
り
で
送
ら
れ
て
き
た
御
影
石
を

磨
い
た
り
、
刻
ま
れ
た
文
字
の
筆
耕
も
同

年
者
が
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
も
境
内
地
に
そ
び
え
立
つ
大
鳥
居

は
、
建
立
に
関
わ
っ
た
方
々
の
〝
地
域
を

愛
す
る
強
い
思
い
〞
を
今
に
伝
え
て
い
ま

す
。
建
立
当
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
思
い
を

は
せ
な
が
ら
、
今
一
度
見
上
げ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
（
高
浜
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
委
員

村
松
　
輝
一
）

▲神明社境内には神明社古宮
の鳥居もあります。初日の出
の撮影スポットです！

▲昭和16年当時の写真。建立に関わった
同年者が写っています。

(写真：吉浜まちづくり協議会蔵)

▲当時、人力で組み立てるには膨大な労
力や費用がかかったことでしょう。

(写真：吉浜まちづくり協議会蔵)

し
も


